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北海道十勝管内における小麦穂水分の地区・圃場間の

ばらつきとその年次変動の検討

横堀 潤 丹羽 勝久 星山 賢一

１．はじめに

北海道十勝管内は日本有数の畑作地帯であり、

主要作物である小麦の２００４年の作付面積は約

４４,７００佐と日本全体の約２０％を占めている。ま

た、十勝管内に作付されている小麦の約９９％が秋

まきのタイプであり、収穫期間は７月下旬から８

月上旬の約１０日間に集中する。このことから、圃

場間の小麦成熟の早晩を適切に把握したうえで、

適期の刈り取りを行うことが重要である。

小麦の適切な刈り取りには、衛星画像を利用す

ることが有効であり１）、２００５年度より十勝管内芽

室町では、収穫期直前に撮影された衛星画像から

小麦成熟の早晩地図を作成し、その情報に基づい

た小麦の適期刈り取りが実用化されている。ま

た、早晩地図に基づいた適期刈り取りは、小麦の

品質の安定化や乾燥コストの低減を図ることが可

能とされている２）。

しかし、衛星画像の撮影は天候に左右されるた

め、必要な時期の衛星画像が撮影されない危険性

がある。そのため、衛星画像が撮影されなかった

場合においても、適期刈り取り順番を決定するた

めの方法論の開発が必要である。つまり、小麦成

熟の早晩に影響される要因を明らかにし、それら

の要因に基づいた小麦成熟の早晩地図を作成する

ことが重要と考えられる。

そこで、本研究では、秋まき小麦が基幹産業で

ある十勝管内帯広市の南部の地域を調査対象地区

とし、２００３年と２００４年の小麦穂水分を対象地区内

の全圃場で測定した。さらに、その結果から地区

間差、土壌間差および圃場間のばらつきと年次変

動について検討を行うことにより、小麦成熟の早

晩を規制する要因を明らかにした。

２．調査方法

２－１． 調査対象地区の概要

調査対象地区は十勝管内帯広市の南部の約

５,０００佐とした。調査対象地区の標高は１７０ｍから

２８０ｍに立地し、４地区（以下Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ地

区とする）から構成されている。各地区における

農家戸数はそれぞれ１２，１１，８，５戸である。図－

１，図－２は各地区に所属している農家が所有し

ている秋まき小麦の圃場（２００３年に１２１筆、２００４年

に１０９筆）を地区別に図示したものである。

調査対象地区に分布する土壌は大半が火山灰を

母材とする火山性土が分布しているが、北側の一

部に河成堆積を母材とする沖積土が分布する３）

（図－３）。

図－１ ２００３年地区別小麦圃場図



―2―

た。なお、小麦穂水分の値は両年とも、各圃場で

小麦の穂を複数地点から採取し、それらの穂を各

圃場単位に混合することで、圃場代表値とした。

また、２００４年は対象地域の圃場に倒伏が確認さ

れたことから、現地調査時に各圃場で倒伏の有無

を確認した。

２－３． 衛星画像を利用した現地調査の精度検証

前述したように収穫直前の衛星画像を利用する

ことで、小麦成熟の早晩を推定する事が可能であ

る１）。

そこで、収穫直前の２００４年７月１８日に取得され

た解像度１０ｍの衛星画像（SPOT５号）を利用し、

現地調査で測定した小麦穂水分の圃場代表値の妥

当性を検討した。

具体的には衛星画像から各小麦圃場内のバンド

別デジタル値を抽出し、その値を圃場単位で平均

化した。さらに、その圃場単位のバンド別平均値

と現地調査から得られた小麦穂水分の圃場代表値

との関係を明らかにした。

なお、倒伏地は分光反射特性が未倒伏地と異な

ることが示されていることから、現地調査結果の

圃場代表値としての妥当性の検証は未倒伏圃場の

みで行った。

２－４． 小麦穂水分のばらつきの要因解析

既存文献により、小麦穂水分のばらつきは土

壌５）と農家管理６）等の様々な要因に影響をうける

ことが示されている。

このことから、土壌分布が小麦穂水分に及ぼす

影響を明らかにするために、調査対象地区の各小

麦圃場の土壌を既存の５万分の１の土壌図から抽

出した。また、農家ごとの管理の違いを検討する

ために、図－１，図－２に示す所属地区別の小麦穂

水分の間差を検討した。

さらに、連作された圃場について、小麦穂水分

の比較検討を行い、小麦穂水分の圃場特性の年次

変動を検討した。

２－２． 現地調査

一般に小麦成熟の早晩は７月上旬以降の小麦穂

水分の値から判断することが可能であり、小麦穂

水分が低いほど小麦成熟が早いことが示されてい

る４）。

このことから、本調査では小麦成熟の早晩を相

対評価する小麦穂水分に着目し、対象区域の全圃

場において、収穫直前の２００３年７月１５日と２００４年

７月１４日に穂を採取し、小麦穂水分の測定を行っ

図－３ 調査対象地区の土壌区分図

図－２ ２００４年地区別小麦圃場図
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３－３． 小麦穂水分のばらつきの要因解析結果

対象地域の土壌分布が小麦穂水分に及ぼす影響

を検討するために、土壌型別の小麦穂水分の違い

について、チューキーの有意差検定を行った。そ

の結果（表－１）、両年とも沖積土の小麦穂水分の

平均値が火山性土よりも低く、それらの平均値に

は５％水準で有意差が見られた。

３．結果と考察

３－１． 現地調査の精度検証

倒伏圃場を除く２００４年の圃場代表穂水分と衛星

画像の各バンド別デジタル値の圃場平均値を回帰

分析した結果、赤の波長が最も相関が高く、１％

水準で有意な負の相関関係があり、その相関係数

は－０.７６であった。（図－４）。

一般的に、黄化による葉緑素の減少に伴い、赤

の波長の反射量は植物の分光反射特性により増大

することが知られている。すなわち、図－４の関

係から、現地調査から得られた圃場代表穂水分

は、圃場の平均値を示す値として十分な妥当であ

ると判断した。

３－２． 小麦穂水分の圃場単位・地区単位の変動

図－５，図－６には、２００３年と２００４年の現地調査

から作成した穂水分地図を示す。

小麦穂水分は２００３年では５３.４～６０.９％、２００４年

では４７.４～５７.１％とそれぞれ７.５％、９.７％の変動が

認められた。また、両年とも対象地域の北部と東

部で小麦穂水分が低い傾向にあり、中央部・南部

では高い傾向にあった。

図－４ ２００４年の圃場代表穂水分と衛星画像のバンド赤
の圃場平均値の関係

図－５ ２００３年現地調査から作成した穂水分地図

図－６ ２００４年現地調査から作成した穂水分地図
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また、表－２からＢ地区とＣ地区に所属する農

家の小麦圃場を比較すると、両地区とも分布する

土壌は同一であり、平均標高、平均播種日は両年

とも明確な地区差は見られなかった。

以上のことから、小麦穂水分の地区別変動は施

肥管理を中心とする、所属地区別の農家管理の違

いを反映していると考えられた。

３－４． 連作圃場による年次間比較

前項までの解析結果から、小麦穂水分のばらつ

きは土壌分布や、地区別に異なる傾向を示した。

つまり、小麦穂水分は空間的要因に影響している

と考えられた。このことから、小麦穂水分の年次

変動を検討するために、２００３年、２００４年に連作さ

れた圃場を抽出し、圃場単位で小麦穂水分の年次

間差を比較した。

その結果、両者の関係は図－７に示すように

１％水準で有意な正の相関関係（ｒ＝０.６１）が得

られた。

このことから、小麦穂水分の圃場特性は、年次

変動が小さいことが想定された。

４．まとめと今後の課題

小麦の穂水分を規制する要因を検討した結果、

土壌分布および地区別の農家管理の違いに影響を

菊地３）によると、対象地域の沖積土の土壌断面

形態は礫層により有効土層が浅いことが示されて

いる。一方、火山灰の土壌は有効土層が１m以上

確保される特徴をもつ。したがって、沖積土の区

域では有効土層が浅いことによる低い水分供給能

力が小麦穂水分の早期化に影響していると考えら

れた。

このことから、小麦穂水分のばらつきを推定す

るためには有効土層を中心とした土壌分布を詳細

に把握することが必要と考えられた。

次に小麦穂水分の地区別の違いについて、チュー

キーの多重比較検定で調査した（表－２）。

表－１ チューキーの有意差検定による土壌型別小麦穂
水分の違い

小麦穂水分の平均値（％）

２００４年２００３年土 壌 型

４９.７a５５.０a沖 積 土

５１.５b５６.７b火 山 灰

注）数字横のアルファベットの違いはチューキーの有意差検
定により５％水準で有意差があることを示す

表－２ チューキーの多重比較検定による地区別小麦穂
水分の違いと標高と土壌型

２００３年

土壌型標 高小麦穂水分

火山灰沖積土（m）（％）

○○a２００ab５６.８Ａ地区

○○ab２２４a５６.０Ｂ地区

○○ab２３７b５７.４Ｃ地区

○b２６７ab５６.７Ｄ地区

注）数字横のアルファベットの違いはチューキーの有意差検
定により５％水準で有意差があることを示す

２００４年

土壌型標 高小麦穂水分

火山灰沖積土（m）（％）

○○a２００b５１.８Ａ地区

○○ab２２３a５０.４Ｂ地区

○○ab２３８b５１.７Ｃ地区

○b２６５b５２.３Ｄ地区

その結果、両年ともB地区の小麦穂水分が低

く、Ｃ地区では高い傾向にあり、それらの平均値

には５％水準で有意差が見られた。

図－７ 連作圃場による小麦穂水分の年次比較
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受けており、その影響には年次変動が小さいこと

が想定された。

このことは、衛星画像が撮影されなかった場合

においても、データベースの整理から小麦成熟の

早晩地図の作成できる可能性を示す。

そのため、現在、本調査で小麦成熟の規制要因

として明らかになった土壌や管理情報を各圃場ご

とに明確にすることで、それらの情報から圃場単

位の穂水分の特性を明らかにする解析手法の確立

を行っている。

（㈱ズコーシャ）
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１．はじめに

今回北海道Ａ地区において実測流量を基に丘

陵・畑地主体の流域について雨水流法を使用した

排水解析を行い、良好な再現性が得られたので、

一事例に基づくものであるが排水解析内容につい

て紹介する。

２．Ａ地区概要

Ａ地区は流域面積ＣＡ＝１４.４挨の河岸段丘を開

発した畑地帯で幹線排水路・支線排水路が前歴事

業で整備されている（図－１参照）。

近年の降雨量・流出状況等の変化による流出量

の増加および排水本川水位影響などにより、河岸

段丘下段部において湛水がたびたび発生し農作物

に被害がおよんでいる。

このため１号・２号幹線水路合流後に水位計を

設置して流量観測を実施し、本地区の流出実態を

把握し、排水計画を策定するものである。

当初、単位図法により実績流出量の再現を検討

したが、水位観測地点上流部にも湛水が発生して

いるなどの問題があり、良好な再現性が得られな

かったため、今回、別解析手法により再検討を行

うこととなった。

３．排水解析手法

３．１ 排水解析手法とＡ地区に摘要する手法

現在よく使用されている排水解析手法を表－１

に示す。

国営排水事業においては、流出解析手法は、北

海道では単位図法、内地では雨水流法の適用が多

いようである。この相違は、内地では地目変動

（主に宅地開発）を流出量増加の主要因とする地

区が多いためと考えられた。

本検討では、現況湛水発生要因を①流出形態変

動による流出量増加、②２号幹線水路流入量の影

響、（急傾斜で流出が早いため）③排水本川水位の

影響と推測し、流域流出量計算に雨水流法の表面

流出モデル、水路流況や湛水状況の計算に排水本

川水位や大きな流出量差の影響の算定が可能な低

平地タンクモデル法を適用することとした。

各種の流出解析手法は、それぞれ特徴を持って

いるので、解析目的に沿ってモデルの特徴を活か

すような使い方が必要である。

① 流域の状態に著しい変化のない限り、どの様

な洪水解析手法を用いても構わない。しかし、

流域の開発・都市化・圃場整備などによって流

出特性が将来どの様に変化するかを議論するた

めには、現在のところ貯留関数法の適用も考え

られるが、雨水流法が最良のようである。（表

－１参照）ただし、土地利用状態の影響を考慮

する場合には、地目ごとにモデル定数及び有効

雨量を定めて解析するのが原則である。

② 低平地の流出解析には、不等流モデル（低平

地タンクモデル）または不定流モデルの適用が

原則である。ただ地形勾配が１／１,０００以上の

流域であれば、表面流出モデルでも実用的には

十分な結果が期待できる。

③ 対象流域内に、丘陵山地・市街地・低平水田

地帯が含まれる場合には、例えば丘陵山地・市

街地には表面流出モデルまたは貯留関数法を、

低平水田地帯には低平地タンクモデル法を適用

排水解析手法について ～A地区の事例より～

藤河 洋一
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表－１ 流出解析手法

対象流域の降雨量から流出量を推定するためのモデルとして、近年一般的に活用されているものとして、次の手法がある。

備 考留 意 事 項概 要解析手法

実測に基づく洪水到達時間の推定、流出係数の決定方
法が重要である。ハイドログラフ（時間的流出量変動）
作成には適さない。

ピーク時間雨量からピーク流出量の推定を行
う。合 理 式 法

地目変動の影響を表
現できない。

単位図の決定には、多数組の降雨と流量の観測資料が
必要である。また、氾濫の影響を考慮できないので、
流量観測点の選定に注意する。

実測に基づく単位図を作成し、単位時間降雨に
対するハイドログラフを作成する。単 位 図 法

降雨に対して即田面水位が反応し、流出量が増加する
ため幹線排水路までの流入距離が長い場合は、過敏に
反応する傾向があり工夫が必要。

水田の一筆落水工を堰とみなし、堰の公式を使
用して流出量を算定する。水 田 欠 口 法

大小多数の出水を対象にしないと出水特性を表現しに
くく、土地利用状態に応じたモデル定数の値が明示さ
れていない現状である。長期流出解析法としてよく用
いられる。

１～４個の側方流出孔と１個の底面浸透孔を持
ったタンクを上下に数段直列に並べ、孔上水深
に比例して流出する側方流出孔からの流出量の
合計を河川流量とする方法である。

タンクモデル法

雨水流法に比べ地目
変動影響の評価が劣
る。

主として、大河川を中心に用いられる。難点として
は、定数の物理的意味が必ずしも明確ではないという
点にあったが、最近では、土地利用に応じたモデル定
数の値も整えられてきている。

流域を一つの貯水池とみたてて、貯留量と流出
量との間にある関数関係を想定する方法であ
る。

貯 留 関 数 法

地目毎のモデル定数
も一般値かされてお
り、地目変動に対す
る流出量変化を表現
するには最良である。

流域パラメータは、地形図及び現地で実測が可能であ
るが、計算に用いる等価粗度係数は、降雨流量実測値
により求める方がよい。但し、地目別の一般値は明ら
かになっている。土地利用変化に伴う流出量の変化を
議論するには、現在のところ最適な方法である。

（1）表面流出（KinematicWave）モデル
傾斜地の雨水流出現象を「流れ」としてとらえ
る。流出計算は、流域を河道とそれに付随する
長方形状の斜面にモデル化し、流域モデル上を
雨水が等流で流れるものとして算出する。

雨 水 流 法 排水本川水位の影響
や水路合流点の影響
が予想される場合
は、不等流モデル又
は不定流モデルを使
用すべきである。

高位部傾斜地の非氾濫域には、表面流出モデルを適用
し、低平地の氾濫解析は不等流モデル（低平地タンク
モデル）、不定流モデルを適用する。

（2）不等流，不定流モデル
低平地の氾濫域においては、流れの状況が等流
とはならないため、下流側条件の影響を考慮し
た不等流（低平地タンクモデル）、不定流モデル
などの水理学的手法で解析する。

図－１ Ａ地区概要図
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するというふうに、各モデルの特徴を活かして

幾つかの異なる手法を組み合わせて用いてもよ

い。採用するモデルは解析目的、土地利用状態

変化の有無、資料の整備状況に応じて決めれば

よい。１）

３．２ 排水解析手法の概要

（１）表面流出モデル（等価粗度法、Kinematic

Wave法）の概念

この手法は、流域を幾つかの矩形斜面と流路が

組み合わされたものと見なし、これらの斜面や流

路における雨水流下現象を、水流の運動法則と連

続の関係を用いて水理学的に追跡するものである。

流域に雨が降ると、斜面上を流下（斜面流）し

流路（排水路等）に流れ込む。流路に流れ込んだ

雨水は流路を流下（河道流）し下流へ導かれる

（図－２，３参照）。

（２）低平地タンクモデル法の概念

この手法は、排水路を幾つかの区間に分割し、

それぞれの区間を一つの遊水池（河道タンクと呼

ぶ）と見なし、遊水池間の流れを不等流、水田群

をまとめた水田タンク（湛水モデル）との出入り

を堰の式で扱うものである。

図－４でＲ１～Ｒ４には排水路の断面特性（水

深に対する流積、水面幅、径深及び粗度係数）、Ｈ

１～Ｈ５には排水路の底高、Ｒ１０には欠口幅、Ｈ

１０には地盤標高をデータとして与える。

末端のQ０は、内外水位差により自然排水量又

は機械排水量を算定し与える。その結果、河道タ

ンク①の水位H１が仮定され、このＨ１と近似仮

定で与える水位Ｈ２から不等流計算によりQ１

が算定される。同様に全地点の河道タンク水位、

流量を算定していく。

水田タンクの水位、流量は付随する河道タンク

水位との関連で堰の公式で算出する。図－４で

は、Ｈ２水位≦Ｈ１０水位の場合、順流（水田タン

クから河道タンクへの流出）、逆の場合は逆流（河

道タンクから水田タンクへの流入、氾濫）となる。

同様に全地点の水田タンク水位、流量を算定し

ていく。

図－２ ＫＷモデル平面図

図－３ ＫＷモデル断面図

図－４ 低平地タンクモデル平面図
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図－５ 排水計画策定フロー

①実績被害状況、②水位・流量データ、③地形データ、④水路データ

等の収集整

決定した整備計画を基に施設計画を行い、事業費、経済効果など算定

する。

基礎資料から湛水発生要因を分析

地域排水特性を検証するために必要な水位・流量データ等の整理・分

析を行う。

地形条件、排水特性、事業目的などの諸条件から排水（流出）解析手

法を選定

選定した排水（流出）解析手法のモデルを作成

作成したモデルで実績雨量、実績外水位等による実績再現計算を行

う。

８.再現計算結果と実績水位、流量、湛水状況等との対比を行い再現性

を評価する。再現性が劣る場合は要因を検討し、モデル、データ、解

析手法の修正を行う。

水文データ等の確率処理などから、計画基準値を検討・決定する。

検証計算により、対象地域の排水特性を表現できること確認したモデ

ルで、計画基準値による排水解析を行い、流出状況、流下状況、湛水

状況等の整理を行う。

実績及び現況排水解析結果から排水不良要因を検討して、整備計画を

定める。

整備計画を反映させた計画モデルを作成し、計画基準値による排水解

析を行う。

計画排水解析結果の湛水状況等が、適用事業の整備水準を満足するか

否か確認する。満足しない場合は整備計画を見直す。

以上から全タンクの第１次の仮定水位、流量が

求められ、次にこの第１次仮定水位、流量を使用

し同様な計算を行い第２次仮定水位、流量を求め

る。逐次同様な計算を繰り返し行い、全タンクの

第n－１次の仮定水位と第n次の仮定水位との差

が、収束条件（０.００５～０.００１m）に入った場合、そ

の時間の解とし次の時間に進む。

４．排水計画検討フロー

本地区の排水計画検討フローは下図のとおりである。
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５．排水解析モデルの作成

（１）流域流出モデル

流域流出モデルは、地区内流域の流出量を算出

するために作成するモデルである。流出計算で降

雨に対して流域流出モデルごとに流出量を算定す

る。

作成方法は、主要排水路へ合流する小排水路ご

とにブロック分割をし、更に主要排水路の断面変

化点、合流点、地形や地目条件等を考慮して分割

する。

図－６に必要なモデル諸元を示す。

（２）排水路モデル

排水路モデルは、流域流出モデルで算出した流

出量が流入する排水路をモデル化したものである。

このモデルにより排水路内の流況、水位変動、

湛水状況の計算が可能となる。

排水路モデルは出水時において排水本川等、下

流側水位の影響を受けると予想される範囲を対象

に作成する。モデル分割は、断面変化点、合流点、

水位観測地点、湛水発生箇所等を勘案して行う。

図－７に必要モデル諸元を示す。

図－７ 排水路モデル諸元

図－６ 流域流出モデル必要諸元
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図－８ 湛水モデル諸元

図－９ Ａ地区 流域モデル模式図

（３）湛水（氾濫）モデル

湛水モデルは、排水路水位が農地面高を越えた

ときに水路から農地への氾濫状況を算定するモデ

ルである。

図－８に必要モデル諸元を示す。

図－９にA地区で作成した全体流域モデル模

式図を示す。
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６．検証計算

６．１ 対象出水の選定

平成１２年～平成１４年に観測された主要な３０出水

について、実測流量と実績降雨による収支チェッ

クを行う。

検証計算を実施するにあたり、流域に降った降

雨量と実測流量の収支が成り立っているか、否か

を吟味する必要がある。これにより、検証計算に

使用するデータの信憑性を確認する。

流域降雨量と流出量は次式が成立しなければな

らない。

ΣＱ＝（Ｒ－Ｆ）×ＣＡ×１０００／３６００＋ΣＢＦＱ

ここに、ΣＱ：流出期間の総実測流量（逢/s）、

Ｒ：実績雨量（亜）、Ｆ：保留量（亜）、ＣＡ：流

域面積（挨）、１０００：m単位調整（亜：１０－３、挨：

１０６）、３６００：秒単位換算、ΣＢＦＱ：流出期間の

総基底流量（逢/s）

図－１０、図－１１に収支チェック結果の流出率、

保留量※１の関係を示す。

流出率はばらつきが大きいが、保留量は一定の

傾向を示し、総雨量４０亜まではほとんど保留さ

れ、これを越えると、そのまま保留が大きく続く

ものと、保留能力に制限がかかるものに区分され

る。

例外もあるが、前期１～２週間前に７０亜を越え

る降雨があるものが概ね後者にあたる。これは、

大雨が降った場合、本地区の保留能力が回復する

には最低１週間はかかることを意味する。

検証計算対象出水は収支が成立している出水の

うち、ピーク流出量の大きいNo.１５，１９，２１，２８

出水及び小さなNo.１，No.２９出水とした。

表－２ 下流水位・流量観測地点 各出水の収支整理表（前期降雨考慮）

j修正
流出率
ｉ／ｇ

i修正有
効雨量

ｇ－ｈ（亜）

h修正
保留量
ｄ＋ｆ（亜）

g修正
総雨量
ａ＋ｅ（亜）

f前期降
雨保留量
（亜）

前期降雨（亜）d保留量
（亜）

c有効雨量
（亜）

b流出率
降雨量（亜）下流水位・流量観測所降雨発生

年 月 日

出
水
No e計ピーク時間a総降雨最大流量（逢／s）最高水位（EL.m）

０.４３４０.５５４.０９４.５２.５２.５５１.５４０.５０.４４４.５９２.０２.４０７５４.８０Ｈ１２.５.１１－１５１

０.０３０.９２７.６２８.５――２７.６０.９０.０３５.５２８.５０.３４５５４.２８Ｈ１２.６.２７－２８２

０.０３０.９３３.１３４.０１０.３１０.５２２.８０.７０.０３４.０２３.５０.２４１５４.２４Ｈ１２.７.８－９３

０.１０５.８５１.７５７.５――５１.７５.８０.１０１０.０５７.５１.０９８５４.４９Ｈ１２.７.１７－１９４

０.０５１.２２１.８２３.０７.２７.５１４.６０.９０.０６６.５１５.５０.３７３５４.２９Ｈ１２.７.２６－２７５

０.１０３.５３２.５３６.０４.０４.０２８.５３.５０.１１５.５３２.００.５３４５４.３４Ｈ１２.８.４－６６

０.１８１０.７４７.８５８.５８.３８.５３９.５１０.５０.２１１４.５５０.０１.６２６５４.６３Ｈ１２.８.１５－１６７

０.２３１２.０３９.５５１.５１.５１.５３８.０１２.００.２４６.５５０.０１.４２６５４.５８Ｈ１２.８.２６－２９８

０.４１４９.５７０.０１１９.５３８.０５０.０３２.０３７.５０.５４６.０６９.５３.４６０５４.９９Ｈ１２.９.１－６９

０.４３４３.８５８.７１０２.５３２.０６９.５２６.７６.３０.１９２.０３３.００.８５１５４.４２Ｈ１２.９.９－１８１０

０.４９３２.３３３.７６６.０――３３.７３２.３０.４９６.０６６.０４.４２６５５.１４Ｈ１２.９.２４－２６１１

０.２５４.９１４.６１９.５――１４.６４.９０.２５４.０１９.５０.５７０５４.３５Ｈ１２.１０.３－４１２

０.０９３.０３１.０３４.０６.４７.５２４.６１.９０.０７８.０２６.５０.２０６５４.２５Ｈ１３.７.１６－１７１３

０.０８３.７４３.３４７.０２４.６２６.５１８.７１.８０.０９５.０２０.５０.４１４５４.３８Ｈ１３.７.２０１４

０.３２３８.７８２.８１２１.５４３.３４７.０３９.５３５.００.４７１４.５７４.５１４.３６４５５.５９Ｈ１３.７.２２－２６１５

０.４１４０.５５９.０９９.５３９.５７４.５１９.５５.５０.２２３.５２５.００.４１４５４.３８Ｈ１３.７.３０－８.４１６

０.３７２５.７４３.８６９.５――４３.８２５.７０.３７１２.５６９.５１０.５５５５５.３９Ｈ１３.８.２２－２３１７

０.５３７６.６６８.９１４５.５４３.８６９.５２５.１５０.９０.６７１４.０７６.０８.７１０５５.２８Ｈ１３.８.２７－９.２１８

０.７９２５６.１６８.９３２５.０６８.９１４５.５０.０１８６.５１.００１０.５１７９.５２０.６７９５５.８７Ｈ１３.９.７－１３１９

０.５１３５.７３４.３７０.０――３４.３３５.７０.５１９.５７０.０８.０８３５５.２４Ｈ１３.１０.１－３２０

０.６４８７.４４９.６１３７.０３８.３７４.０１１.３５１.７０.８２９.０６３.０１４.１５９５５.５８Ｈ１３.１０.１１－１３２１

０.０９４.４４５.１４９.５１.０１.０４４.１４.４０.０９１０.５４８.５０.９３２５４.７３Ｈ１４.６.１－３２２

０.１６１９.４９９.１１１８.５２３.５２４.０７５.６１８.９０.２０８.０９４.５４.３４６５５.３０Ｈ１４.７.１０－１１２３

０.０４１.０２５.５２６.５１.５１.５２４.０１.００.０４１１.０２５.００.５１２５４.５２Ｈ１４.７.１７２４

０.１６１３.５７１.５８５.０５.９６.０６５.６１３.４０.１７６.０７９.００.８６５５４.７０Ｈ１４.８.５－１３２５

０.２０１０.４４１.６５２.０――４１.６１０.４０.２０５.０５２.０１.９０２５４.９３Ｈ１４.８.１９－２４２６

０.０９５.８５８.２６４.０――５８.２５.８０.０９３６.０６４.００.６１９５４.５８Ｈ１４.９.１５－１８２７

０.４０１０２.４１５１.６２５４.０６６.１７２.０８５.５９６.５０.５３３３.０１８２.０２０.５０８５６.６０Ｈ１４.９.２８－１０.２２８

０.２９１６.２４０.３５６.５２１.８２３.５１８.５１４.５０.４４９.５３３.０４.８４６５５.３７Ｈ１４.１０.２６－２７２９

０.１３３.４２２.６２６.０――２２.６３.４０.１３６.５２６.００.５６４５４.５５Ｈ１４.１１.１１－１２３０
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※１：雨が降ると即流出してくる雨量を有効雨量、地表の窪地
や樹木にとどまったり、地下浸透、蒸発などにより、流
出しなかったり、基底流量のように遅れて流出する雨量
を保留量（古くは損失雨量と呼ばれていた）と呼ぶ。
流出計算では、降雨量－保留量で有効雨量を求め、こ

の有効雨量を使用して流出量を算定する。

６．２ 地目別保留量の検討

表面流出モデルでは地目毎の有効雨量により流

出量を算定するため、「土地改良事業計画設計基

準計画排水」２）、「農業土木学会報文」３）に示され

る一応の地目別保留量を参考に、本地区の地目別

保留量曲線を作成する。「一応の」と付いているの

は、保留量曲線はある地点の実測流量から整理さ

れるものであり、地形･地質状況等により異なる

地域特有のもののためである。

一般に地目が同様であれば、流出状況も同様で

あると、とらえがちであるが、地形･地質により大

きく異なることがある。

山地では、樹相、地質、勾配が保水性にかかわ

り、保留量が大きく異なる。地盤が破砕系であれ

ば浸透量が大きいため保留量が大きく、雨量流出

量が小さくなる。不透水性ならば雨量流出量は大

きくなる。樹相も同様である。

農地においては、地形傾斜、小排水路整備状況、

基盤地質、土壌により保留量や流出の早さが異な

る。

宅地についても、札幌市内のように舗装率（土

が露出していない割合）が高い場所と、地方にみ

られる庭が広く舗装率が低い場所では、保留量も

流出の早さも異なる。

しかしながら、対象地域の地目別保留量曲線を

作成するためには、単独地目流域での実測流量を

観測しなければならないため、現実には無理なこ

とがほとんどで、得られる流量観測データは地目

混合のものが大半である。本地区においても地目

混合地点のデータである。

したがって、地目面積割合の高い畑地を実測値

から、その他の地目を一般値から設定する。実測

による総雨量と保留量の関係を参考に、山林･原

野に一般値の林草池、宅地は流域内の宅地舗装率

の整理結果１５％より、一般値の舗装率０％保留量

×（１.０－０.１５）で算定、道路･水路は舗装率７０％と

想定し同様に算定した。

全体の保留量は実測値から設定できるので、残

る畑地の保留量は次式から逆算できる。

全体保留量＝山林･原野保留量×０.１８９

＋畑地保 留量×０.７０５＋宅地保留量×０.０１７

＋道水路保留量×０.０８９

各数値は、流量観測地点における地目別流域面

積割合である。

各出水の保留量整理結果から全体保留量曲線は

上限･下限の２本が設定できる。設定した地目別

保留量曲線を図－１２に示す。

なお、検証計算ではそれぞれの出水の収支結果

図－１０ 雨量と流出率の関係（前期降雨考慮後） 図－１１ 雨量と保留量の関係（前期降雨考慮後）
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から得られる累加雨量－累加保留量のプロット点

をとおる保留量曲線を作成し採用している。

６．３ 流域流出量算定結果

湛水状況を含めた検証計算の前に、流量観測地

点の実測流量を流域流出量計算で概ね再現できて

いるか検討する。

（１）斜面の等価粗度Ｎ

検証計算試算により、表面流出モデルの定数で

ある等価粗度N値を決定する。一応の一般値は

下表のとおりである（数値が小さいほど、流出が

速くピーク流出量が大きくなる）。

（２）流域流出量計算結果

一般値を基に等価粗度値Ｎを表－６のように仮

定して流出計算を行った結果を図－１３～１８に示

す。

出水No.１９、No.２８は、流量観測地点上流に湛水

が発生しており実測値より計算値が大きくならな

ければならない。両ケースとも波形は概ね実測値

図－１２ 地目別保留量曲線

表－３ 等価粗度Ｎの概略値

備考一応の一般値地 目

１.０～２.０山林

２.０～３.０水田地帯

０.３～０.５牧野、ゴルフ場、畑地

０.０１～０.０４市街地

出典：農業土木学会誌

表－４ 等価粗度Ｎの標準値

備考一応の一般値地 目

０.６～２.０樹林地

２.０～３.０幹支線排水路まで考えた水田地帯

０.３～０.５放牧地、ゴルフ場、畑地

０.０１～０.０４舗装率の高い住宅地

出典：土地改良事業計画設計基準計画排水

表－５ 流域特性と等価粗度Ｎ

備考等価粗度Ｎ流域の状態

０.０５階段状に宅地造成を行った丘陵地帯

０.１～０.２流域の一部（１５％）に宅地造成が行われた丘陵地帯

０.２～０.４階段状田畑主体流域

０.３～０.５上流山地、中下流に市街地を含む階段状田畑主体流域

０.４～０.８林相のかなりよい山地流域

０.６～０.１上流丘陵５０％、中流市街地２０％、下流低平水田３０％の流域

１.０～３.０排水改良の行われていない水田地帯

出典：建設省河川砂防技術基準（案）同解説調査編

表－６ 等価粗度Ｎ値

備考ケース.２ケース.１地 目

２.０２.０山林・原野

１.００.５畑地

０.１０.１宅地

０.０４０.０４道路・水路

◎採用
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図－１５ 出水No.１９現象解析結果 H１３年９月１０日～９月１５日 図－１８ 出水 No.２９現象解析結果 H１４年１０月２６日～１０月２８日

図－１３ 出水No.１現象解析結果 H１２年５月１１日～５月１７日 図－１６ 出水 No.２１現象解析結果 H１３年１０月１１日～１０月１３日

図－１７ 出水 No.２８現象解析結果 H１４年９月２８日～１０月２１日図－１４ 出水No.１５現象解析結果 H１３年７月２２日～７月２６日
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６．４ 水路流況･湛水状況計算結果

実績で湛水が発生したNo.１９，No.２８出水につい

て、低平地タンクモデル法により、排水本川水位

を考慮し、排水路流況および湛水状況の解析を行

った。

解析結果を図－１９，２０に示す。

（１）No.１９出水

２４時間降雨量は１３０亜（１/９年確率）、最大時

間雨量は１０.５亜（１/２年確率）の降雨で湛水深

５唖以上の湛水面積は９４佐と算定され、湛水発生

箇所も概ね実績湛水状況を再現できた。

計算水位･流量ともに実測値と非常によく合っ

ている。

と合致しており、減水部はケース.２が表現できて

いる。

No.２１は、波形･流出高ともにケース.１の方が合

致している。

No.１５は、ケース.１の方が実測値に近い波形を

示しているが、ピーク流出量については両ケース

とも実測値に達していない。

出水No.１は小出水時で、ケース.２の方が実測値

に近い波形を示す、全体的には両ケースとも実測

値を概ね再現できているといえる。No.２９では波

形はケース.１が合っているが、ピーク流量は低く

でている。

洪水時であるNo.１９，No.２８出水を対象と考えれ

ば、ケース.２の方が再現性がよいといえる。よっ

て、ケース.２の等価粗度係数Nを流出モデル係数

として採用する。

図－１９ No.１９出水検証計算結果 図－２０ No.２８出水 検証計算結

H１３年９月１０日～９月 H１４年１０月１日～１０月２日
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（２）No.２８出水

２４時間降雨量は１１９亜（１/６年確率）、最大時

間雨量は３３亜（１/９７年確率）の降雨で湛水深５

唖以上の湛水面積は７５佐と算定され、湛水発生箇

所も概ね実績湛水状況を再現できた。

計算水位･流量と実測値を比べるとピーク流量

まではよく合っているが、減水部の再現性は劣る

結果となっている。

７．おわりに

内地において水田主体の流域における実績は多

いが、今回、北海道の畑地帯において雨水流法を

使用した排水解析を行う機会を得て、検討着手時

は、水田地帯と流出形態が大きく異なる畑地主体

流域において実態を再現できるのか大変不安であ

った。

多々試行錯誤はあったものの、本文中に示した

ように、雨水流法により畑地帯の流出現象も実用

上問題のないレベルで再現できた。

雨水流法は、物理的モデルで小出水も大出水も

同じモデルで再現できる長所があり、今後、北海

道の畑地帯における流出･排水解析に有効である

と考える。

今までに数多くの流出･排水解析に携わってき

て、今回も実観測値の必要性･重要性を痛感した。

実測流量があったため、今回の検討でいろいろな

方向から実態を分析･類推することが可能であり、

その結果、再現性のよい解析モデル等を作成でき

た。

排水計画を策定するためには、やはり水位･流

量観測が重要であり、観測位置、観測方法を入念

な現地調査結果に基づき決定する必要がある。

余談ではあるが、現地調査を行なって北海道の

植物の大きいことにあらためて驚いた。イタドリ

が高さ３mを越え、通水阻害要因の主となってい

た。

（サンスイコンサルタント㈱）

参考文献

１）農業土木ハンドブック改訂四版

Ｐ８６９～Ｐ８７０

２）農林水産省土地改良事業計画設計基準、計画

排水、昭和５３年９月

３）農業土木学会誌、講座、流出解析手法（その

１～その１５）昭和５４年１０月号～昭和５６年６月号

掲載

４）改訂新版、建設省河川砂防技術基準（案）同

解説、調査編

５）永井明博、土地利用の変化と洪水流出モデル

農業土木学会誌第５６巻、第１１号報文

６）杉山博信、田中宏宣、丘陵地開発に伴う流出

変化、農業土木学会誌第５６巻、第１１号報文

７）小林慎太郎、丸山利輔、農地造成に伴う流出

特性の変化、農業土木学会誌第５６巻、第１１号報

文



―19―

１．はじめに

従来の設計では、最も危険な状態を想定して施

設の安定性を確保するために、手段や形式、材料

の仕様を定める仕様設計の手法がとられている。

一方、国際的には、性能を保証すれば、手段や形

式、材料は問わないという性能設計の流れにあ

る。ところで、仕様設計は、国によって手段や形

式、材料の仕様が異なることが多く、それが建設

業への外国企業参入の障害（貿易障害）になって

いるという指摘がなされてきた。このような貿易

障害の排除を目的とし、ＷＴＯ協定本文１６条「貿

易の自由化および貿易に関する国際化ルールの強

化」と「関税化の原則」の附属書１～３、附属書

４により、性能設計（信頼性設計法とも呼ばれる。

厳密には性能設計と信頼性設計法は完全には同義

ではないが、本稿では便宜的に性能設計で呼び方

を統一する）を原則とする国際協定が締結され、

日本も１９９６年に批准している。

しかし、コンクリート標準示方書などの法的規

定では性能設計に基づいて体系化されてきたが、

任意規格である各種基準類の整備は遅れており、

設計現場でも性能設計の導入はほとんど実施され

ていない。一方、公共投資抑制の事情から、農業

水利施設などの社会資本を適切に維持保全し、永

く有効に活用して行こうという流れは、今後ます

ます主流になっていくものと思われるが、筆者は

維持保全に関わる技術にこそ性能設計の手法が取

り入られるべきではないかと考えている。

劣化問題に対する技術的対応は、これまでとは

全く異なった視点からアプローチする必要があ

る。従来の土木設計の慣行では、供用年数、耐用

年数はあくまで行政的裁量の範疇であって、設計

技術としては考慮されてこなかった。しかし、更

新や維持補修を考えた場合、不健全化した施設を

正規の状態に戻し耐久性を向上させるという技術

的要請がある以上、劣化や耐用年数を設計技術の

判断で取り扱わざるを得ない。劣化や耐用年数と

いう一見曖昧な指標を取り扱わなければならない

機能診断など保全管理技術に、要求性能に対する

信頼度という形で多元的に評価する性能設計の手

法を適用することは意味があるとことと思われ

る。

２．性能設計とは

（１）仕様設計と性能設計

本題に入る前に、性能設計について整理してお

きたい。仕様設計及び性能設計の定義は、一口に

言うとすれば、仕様設計は「形としての結果」を

評価する設計手法であり、性能設計は「内容とし

ての結果」を評価する設計手法と言えよう。これ

を応力度との関係でより具体的に表現すると、

「壊れないように設計する＝所定の応力度（許容

応力度）を満足させる」のが仕様設計で、「如何に

壊れるか＝ある応力度が発生する状態で壊れる確

率、壊れない確率＝信頼性」を明らかにするのが

性能設計ということができる。

なにも回りくどい定義をせず、最初から後者の

定義でよいのではないかと思われる読者も少なく

ないと思われるが、後者は構造の安全性に限定し

た場合の定義であって、性能設計では様々な要求

性能について検討しなければならない局面がある

ため、より広義の定義にせざるを得ないのであ

る。このことは、性能設計の本質を理解する上で

重要な意味を持っている。性能設計即ち限界状態

機能診断・保全管理技術への性能設計手法の適用について

渡邊 博 住友 俊夫
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設計法であるという誤った認識の払拭である。性

能設計と限界状態設計法を混同している人は少な

くない。

① 性能設計は構造物の安全性能だけを取り扱

うものではない。水理性能など、施設によっ

て要求される性能は様々である。

② 性能設計は、要求性能の多様性を認めるだ

けでなく、手段の多様性も認める手法であ

る。安全性能に関しては限界状態設計法は有

効な手段ではあるが、その他の手法を排除し

たものではない。

仕様設計と性能設計の違いを簡単に比較すると

表－１のようになるが、目標性能の設定は仕様設

計には無い概念であり、仕様設計ではほとんど意

識されることがなかった要求性能をどのように設

定するかが性能設計の生命線である。構造物の安

全性能評価は一般に限界状態設計法が想定されて

いるが、材料や荷重に関する情報量の程度などに

よって限界状態設計法を適用することが困難な場

合もあり、従来法も含め様々な手法の適用を検討

すべきである。

外力、荷重も決して一定でない。その結果として

構造物の安全性、耐久性は不確定要素を持ってい

る。このような、構造系と荷重系に介在する様々

な不確定要因を統計数値化し、設計手法として一

つの体系に整理したのが「性能設計法」である。各

種の統計データの問題もあり、設計手法として完

成度を上げるにはまだ課題も少なくないが、少な

くとも、白黒の判断が難しいとされている劣化や

耐久性の問題を確率変動値として扱うという性能

設計の枠組みは、他の設計手法を適用する場合に

も一つの方向性を与えているように思える。誤解

を恐れずに言うならば、「明日は雨でしょう」から

「明日の降水確率は６０％です」のような発想の転

換である。

（３）仕様規定の緩和

この設計手法を推進するとなれば、基準書や示

方書などの仕様規定の規制緩和が不可欠である。

また、ユーザーの要求性能に対して、設計者が保

証する性能、機能の内容や根拠についての情報公

開、説明責任が必然的に伴ってくる。車や家電製

品を購入する場合、消費者は製品性能やコストに

ついて店員に説明を求めたり、カタログを調べ、

最終的に何を買うかは自分で決めるのがあたりま

えである。このようなことが今まで公共事業で行

われてこなかったことの一つの要因として、最終

的な品質保証の責任や予算執行の責任が原則とし

て行政に所属している関係上、仕様規定によって

多くの規制をかけざるを得なかったことがあった

のは確かである。

全く新しく造成される施設が性能設計に基づい

て設計されるようになるまでは、未だしばらく時

間を要すると思われるが、予防保全などの保全管

理技術では、仕様設計によって造成された施設を

対象としているという意味で、諸規定、制度を既

に満足している枠内で実施される行為であり、性

能設計的手法が導入しやすいのではないかと考え

られる。

表－１ 仕様設計と性能設計の比較

性 能 設 計仕 様 設 計項 目

・目標性能を明確にする
・コストやリスク、関係者
の満足度を考慮し、設計
者の裁量で目標性能を設
定する

・概念的な性能しか明示さ
れない
・目標性能を必要としない

目標性能

・性能照査により直接確
認、評価する

・目標性能の代替指標とし
て、許容応力度などの仕
様規定の満足度で性能・
機能を間接的に評価する
（みなし性能）

性能・機
能の確認
と評価方
法

・設計者の自由度が高い
・設計者による結果の差が
大きい
・最適化が可能

・自由度が少ない
・設計者の個人差が少ない
・最適化ができない

特 徴

（２）不確定性の考慮

性能設計のもう一つの特徴として、材料や荷重

等（水理性能であれば用水の需給関係等）の不確

定性を考慮する手法であるということが挙げられ

る。劣化の進行度合いも含め、構造物の品質には

ばらつきがある。物理的作用や化学的作用による
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３．要求性能の設定

（１）要求機能と要求性能設定の必要性

性能設計では、最初の作業として要求機能と要

求性能の設定が必要である。要求機能は「水を安

全に配る」などというように定性的に表現したも

の、要求性能とは「○○逢/ｓの通水」というよ

うに、要求機能を定量的に規定したものである。

通常は機能と性能は区別せずに使われることが多

いようであるが、ここではあえて区別して考えた

い。定性的表現は設計作業にとって冗長すぎると

思われがちであるが、機能診断においては以下の

三つの側面から重要な意味を持っている。

第１に、専門家でない人を含む第三者への説明

責任である。専門家以外の第三者に説明する場合

には、専門的な表現になりやすい定量的表現より

も定性的表現と定量的表現を組み合わせた方が説

明しやすい。

第２に、施設に求める性能のバックグランドを

明確にすることである。ある構造物に要求する耐

荷力を定める場合、施設の重要性、必要とされる

耐久性、投資可能な費用などによって耐荷力が異

なる。仕様設計では耐荷力が既に仕様基準として

設定されているため、適用条件さえ検討すれば性

能はひとつに収斂される。性能設計では要求性能

は多様であり、幾つかの機能シナリオが検討さ

れ、最終的に要求性能がどのような根拠を持って

決定されたかを明らかにすることである。とく

に、既設構造物の劣化問題を取り扱う場合、当初

設計で規定した性能を確保しなければならないケ

ースもあれば、第三者影響度の低下や投資可能な

費用の制約、利用者のニーズなどから性能水準を

下げた方が望ましいケースも想定される。要求性

能の根拠を言葉で表現することは、設計者を含む

関係者の共通認識を高めるためにも欠かせない。

第３に、施設の劣化問題において、施設機能の

低下、変状・劣化の状態、そして原因の因果関係

を明確にし、機能診断と評価を効果的に行うため

の問題整理を行うことである。

（２）農業水利施設の要求機能

施設機能は、工種によってそれぞれ特徴的な本

来機能がある。農業水利施設の場合は、貯水機能

や送水機能といったものが施設に求められる本来

機能である。これらの本来機能は、施設の形式や

強度といった構造的機能と、構造的機能に裏付け

られた通水性、均等配分性のような水理学的、水

利的機能によって実体化される。ユーザーによる

機能に対する要求、あるいは機能低下が直接実感

されるのは本来機能であり、まず本来機能に関す

る要求を明確にしておく必要がある。例えば、パ

イプラインには「安全に、安定的に農業用水を送

水する」、あるいは｢地区全体に公平に用水を供給

する｣といったような本来機能がある。これはさ

らに、地区の事情を背景としてより具体的な要求

機能に昇華される。

要求性能の取りまとめはかなり具体的な数値を

設定することになるので、専門家が主体となる

が、その基礎となる要求機能のとりまとめにあた

っては、施設管理者や利用者が何らかの形で参画

するのが望ましい。また、設定された要求性能は

利用者や施設管理者、場合によっては第三者の地

域住民にもフィードバックし、要求機能と要求性

能に乖離が生じないようにすることも重要であ

る。

最終的な保全管理水準、維持すべき機能水準は

定量的な要求性能として整理されるが、設計上

（保全管理上）目標とすべき性能の設定は、工種

によって視点が異なる場合が想定される。一般

に、本来機能を実体化する構造的機能が確保され

ていればその他の機能はほとんど担保される。ダ

ムの本来機能は貯水機能や洪水調節機能である

が、第三者影響の大きい構造的な安全性は何より

も重要であり、構造的性能が保全管理に関わる要

求性能にとなる。一般の土木構造物の多くは構造

的機能を優先しているため、機能診断技術も構造

的機能、特に部材、材料に関する診断技術が主流

となっている。
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しかし、第三者影響の少ない開水路の場合、多

少構造的な安定性が損なわれても、一定の通水性

が確保されれば問題ないと判断されるようなケー

スが考えられる。このような場合は、構造的性能

よりも水理学的性能や水利的性能の方が優先さ

れ、機能診断では流量や水位、末端用水量の給水

実態などの調査が重要になる。仮に構造的な変

状・劣化が認められても、水理的な問題が生じて

いなければ、予防保全を実施すべきか、対策時期

を先延ばしにするかは、劣化予測やライフサイク

ルコスト算定などによって決定しなければならな

いものの、構造的安全性を最優先すべき施設とそ

うでない施設では対応策はおのずと異なるものに

なるであろう。

なお、要求機能、要求性能の設定にあたっては、

要求の最大水準とするか最小水準とするかが問題

となる。筆者は、少なくとも保全管理においては

必要最小限の要求という視点が必要ではないかと

考えている。すなわち、施設の不具合（機能低下）

をどこまで受忍できるか、言い換えれば受忍でき

ない機能低下の水準を明らかにすることが、保全

管理水準を決定する重要なファクターになると考

えられるからである。

（４）施設の等級化

道路、鉄道、河川、港湾など、ほとんどの公共

施設は、施設の重要性などから、一級河川、第１

種港湾などのように法的に格付けが行われ、等級

に応じた保全管理水準、方法が定められ、運用、

保全、更新、機能拡大等、一切の行為を含む管理

事業が実施されている。しかし、土地改良施設

は、私有財としての側面を持っていることによる

制度上の制約から、保全管理に関する法的根拠が

定められておらず、保全管理は地区の事情に任さ

れ、かつ運用と機能の維持という狭い範囲の行為

に限定されている。

土地改良施設の保全管理に法的根拠が無い現状

では、少なくとも農業内部から施設の等級化を積

極的に評価し、保全管理手法の標準化を推し進め

ていくことが望まれる。

① 客観的な施設特性の評価による等級化の実

施

・施設規模、受益面積、操作管理の難易度、

関係する河川の等級等、客観的指標に基

づいて施設の重要度を評価する。

・地区間の相対的評価（国レベルの調査）

を行う

・地区内の施設ごとの相対的評価を行う

表－２ 工種別の機能構成

その他の機能本来機能を実体化するための機能
主たる本来機能工 種

三 次 機 能二 次 機 能一 次 機 能本 来 機 能

環境、経済性、維持
管理性

－輸送機能（幅員等）構造的機能車両通行機能道 路

〃－
輸送機能
（レール等級等）

〃鉄道通行機能鉄 道

〃防犯機能
快適性機能
（防音、防水等）

〃居住機能建 築（住宅）

〃水利的機能水理学的機能〃給水機能上 水 道

〃〃〃〃貯水機能利 水 ダ ム
農
業
水
利
施
設

〃〃〃〃水位維持機能頭 首 工

〃〃〃〃送配水機能開 水 路

〃〃〃〃送水機能水路トンネル

〃〃〃〃送配水機能パイプライン
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② 施設管理者の意思（要求機能）を反映した

等級化

③ 施設の等級によって、維持管理水準、方法

と管理コスト（目標値）を定める。

４．性能の照査

（１）安全性能（構造性能）の照査

現実の世界では、荷重も強度も確定値はとら

ず、ある範囲で確率分布して存在する。性能設計

は構造系（強度）と荷重系の不確定要因を統計数

値化して体系化した設計手法である。一方、従来

法（許容応力度法）は、強度、荷重とも確定値を

持ったものと仮定し、強度や荷重の不確定性は安

全率によって処理する方法をとっている。許容応

力度法は各設計変数の確率分布や信頼性を表す理

論的根拠が乏しいので、原則としては国際標準と

して ISO２３９４で規定されている限界状態設計法

による性能照査が望ましいが、設計変数が未規定

の現段階では、従来法も含めた多様な照査方法を

設計者が提示すべきであろう。

本来、性能設計は要求性能の自由度を認めるこ

とと、要求性能を如何に実現するかを問う設計手

法である。それはすなわち性能照査方法の多様性

も認めることであり、ISO２３９４でも様々な手法の

適用を排除してはいない。有限要素法などの数値

解析法は、その解自体が性能関数的であり、ある

設計結果を別の手法によって検証することも広義

には性能照査といえる。許容応力度法によって性

能照査を行う場合、そのままでは限りなく仕様設

計に近づいてしまうが、要求性能に対して照査を

行うという視点は性能設計的である。すなわち、

要求性能の自由度を高めることが性能設計の枠組

みに近づける方策である。

図－１は、性能設計に用いる安全性指標と仕様

設計で用いる安全率を概念的に表したものである

が、安全率の根拠を明確にすることにより、許容

応力度法でも設計変数の確率変動を、あくまでも

間接的ではあるが考慮した照査が可能であること

を示唆しているといえよう。

（２）水理性能

水理性能や水利性能については、性能設計とし

図－１ 荷重及び強度分布と、安全性指標および安全率の関係
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ての体系的な手法は確立されていないが、表－３

に示すように基本的には様々な水理学的手法によ

って性能照査は可能であると考えられる。用水の

需要量（荷重に相当）や供給可能量（強度に相当）

は確率変動することが知られており、アプローチ

の方法としては構造的性能の場合と基本的には同

じである。性能設計の精神に近づけるためには、

要求性能を明らかにすることと、各設計変数の確

率変動を認識して性能を評価することであり、そ

れがある程度可能な方法を選択することが必要で

ある。

５．耐用年数の考え方について

耐用年数には、材料の耐荷力や構造的性能から

規定される構造的耐用年数、原価償却年数やコス

トミニマム（ライフサイクルコスト）から規定さ

れる経済的耐用年数、システムの性能劣化や陳腐

化、不調和などから規定される機能的耐用年数が

あるが、保全管理においては経済的耐用年数をも

って施設の耐用年数とすべきである。物理的に十

分な耐久性を保持していたとしても、保全費用が

効用を上回る状態であるならば、その施設をそれ

以上維持していく意味は無くなる。

経済的耐用年数を優先的に取り扱うためには、

構造的耐用年数＞機能的耐用年数＞経済的耐用年

数の関係が成立していることが第一条件である。

すなわち、予防保全などの保全管理は、経済的耐

用年数を構造的耐用年数が下回らないようにする

ことを目的としたものとて定義することができよ

う。

施設の残存耐用年数は、残存資産価値から求ま

る。欧米では公共施設の資産価値を、可能な限り

市場評価によって行う、あるいは市場評価に近づ

けるための施策がとられている。例えば、英国や

米国では５年に１度公共施設の機能診断を実施

し、これに基づいて不動産鑑定士、公認会計士、

税理士などの専門家による資産の評価を行い、資

産評価の擬似市場化を図っている（農業水利施設

について実施されているかは不明）。この評価は、

その時点での残存価値であり、残存耐用年数はそ

の地点から単純に減価償却を割り引いて算定する

ことができる（図－２）。

民間施設や民間経営に移譲可能な公共施設の資

産価値は市場によって評価が可能であるが、民間

経営に移譲が困難な農業水利施設等の公共施設は

市場の評価を受けにくいため、ライフサイクルコ

ストによる費用／便益計算によるか、簡便法とし

て標準耐用年数を利用するしかないが、市場評価

方法を参考に資産価値の評価手法を検討すること

が望まれる。

表－３ 開水路の水理学的性能・水利的性能の照査

照査方法照査内容機能・性能

各種平均流速公式による定常流解析① 通水断面の縮小や不同沈下による通水阻害
② 水路材料の変状による粗度の変化

通 水 性 能

水

理

漏水量調査
事故率の経年変化調査等

① 漏水や損傷等の事故発生率
水 理 的 安 全 性 能

定常水理計算、数値解析など、目的に応じて適当な
解析手法を適用

① 流量制御ゲート等の変状による流量制御機能へ
の影響

② 水需要や水管理方法の変化に対する水理的追従
性

流 量 制 御 機 能

定常水理計算、数値解析など、目的に応じて適当な
解析手法を適用

① 分水施設の変状による分水機能への影響
② 水需要や水管理方法の変化に対する水理的追従
性

分 水 制 御 機 能

数値解析（不定流水理計算）等① システムのバッファー機能（水路内貯留機能、
調整池機能等）

② 下流水需要への送水機能の追従性
システムの弾力性

水

利
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６．防保全のタイミング

保全管理は、表－４に示すように、１）何もし

ない、２）定期的保守・保全、３）事後保全、４）

予防保全、５）更新といったものがある。保全管

理は、計画耐用年数を全うするための保全管理と

計画耐用年数を伸延し長寿命化を図るための保全

管理がある。土地改良施設における予防保全は、

長寿命化を図ることを目的としている以上耐用年

数の伸延が大きな目標となる。また、予想される

耐用年数の伸延期間内に発生する効用の内数にな

るような対策費用であることが必要である。

ところで、予防保全はどのような状況で実施す

べきか、というのが常に問題となっている。一般

土木構造物の場合は保全管理が事業として一元化

されているためこのような問題はあまり生じない

が、土地改良施設においては、施設管理者や利用

者の責任おいて実施すべきものと、行政が責任を

負うべき範囲の曖昧さがどうしても付きまとうた

め、この問題の混乱が生じやすい。

一般論としては、メンテナンスは計画耐用年数

を全うするために、変状・劣化の進行が認められ

ない段階から対応すべき方策（偶発故障期）、予防

保全は、長寿命化を図るために変状・劣化の進行

が認められる段階（磨耗故障期）で実施される対

応策と定義される。

しかし、問題はそれほど単純ではなく、メンテ

ナンスがある一定水準以上で実施された場合、耐

用年数が伸長するといわれている。機械設備など

の経年劣化曲線として有名なバスタブ曲線（図－

３の上）は、想定内の保守・保全を前提としたも

図－２ 資産価値経年変化の概念

表－４ 保全管理方法の種類

定 義保 全 管 理 方 法

壊れるまで何もしない方法。更新を前提として使い切る場合など、積極的な意味での無対策で
ある。

無 対 策

部品や材料の平均寿命がある程度わかっており、定まった期間ごとに部品の交換や材料の補
修、清掃を行い、システムの健全性を継続的に維持する方法。
保全管理計画に折込済みの対応策で、年間予算に組み込まれているべきもの。

定期的保守・保全

メンテナンス
地震等の災害や、偶発的に生じる破損、故障などの不都合が生じてから対応する方法。
本来は保全管理計画の中にリスク管理として織り込まれるべきであるが、考慮されていないケ
ースが多い。

状況対応型保全
（事後保全）

対策実施により、施設の長寿命化と費用対効果が期待される場合で、対策決定から数年以内（５
年以内）に対応するもの。

予 防 保 全計 画 的 保 全

上記のいずれの保全対策によっても施設の健全化が期待できない、あるいは費用対効果が期待
できない場合に対応するもの。

更 新
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ので、高水準の保全対策を偶発期に実施すると、

寿命が延びるだけでなくバスタブ曲線を描かない

ことも少なくないといわれる。これは土木構造物

も同様であろう。逆に、変状・劣化の進行速度が

予想以上に速く、予防保全実施のタイミングが悪

ければ、計画耐用年数を全うするのが精一杯とい

う状況も想定される。長寿命化が期待できるので

あればメンテナンスも予防保全のひとつに数える

べきではないかという議論は当然起きるであろ

う。予算執行という行政的視点から見た場合、メ

ンテナンスまで予防保全として認めるか否かは、

変状・劣化進行予測技術の確立など、多くの検討

課題が残るが、効果的な保全管理の実現のために

もより幅広く弾力的に対応していってもよいので

はないかと考えられる。

７．さいごに

最近、中山間地域を中心に自ら施設を施工す

る、自力施工の取り組みが出てきている。中山間

地域では地形的制約が大きく整備費が高くなる傾

向にあるので、通常の仕様規定は馴染まないこと

が多い。しかし、これらの仕様を満足しない整備

は公共事業として認可されないので、地域の要求

性能に見合った範囲で整備しようとすると、自力

施工の道を選ばざるを得なかったのである。平地

農業地域と同じような耐久性を要求しない、施設

機能もそれほど高度なものは要求しない、それよ

りも、高齢者が農作業しやすい環境にちょっとば

かり改善すれば地域に活力が生まれるというよう

な、地域の身の丈に合った整備の指向は極めて合

理的である。

施設の保全管理も同じようなことがいえる。全

く新規の施設では制度上の制約が免れないが、維

持保全に関わる次項であれば、地域の要求、施設

管理者の要求に見合った保全管理が検討されてよ

い。ここで注意しなければならないのは、要求を

利用者や施設管理者の自立性に委ねるだけでは実

態にそぐわない消極的要求にとどまる危険性があ

ることである。

社会資本管理を概念化する用語として、社会資

本マネジメント（InfrastructureManagement）、

資産マネジメント（AssetManagement）、施設マ

ネジメント（FacilitiesManagement）などがあ

る。わが国の最近の動向では道路管理を中心に一

図－３ バスタブ曲線とＲＣ部材の機能低下
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般土木分野では資産マネジメントが広く使われ始

めているが、米国では利潤追求を前提とした民間

施設の管理という概念が強く、農業水利施設では

受益者や土地改良区、行政などの人との関わりを

含めた概念として社会資本管理を使う方が適当と

思われる。社会資本には人的資源を含んでいると

理解され、「アメリカの社会資本の衰退」

（BowlingAlone１９９５）では、あらゆる人的組織

が如何に民主主義的に組織化され、かつネットワ

ーク化されているかが重要であることを指摘して

いる。適正な保全管理を実現するためには、利用

者、施設管理者の要求が過小でも過大でもなく、

かつ経済的に裏付けられた多様な要求性能が自由

に発現できるような、行政も含めた保全管理シス

テムを構築することが最も重要な課題ではないか

と思われる。

太陽コンサルタンツ株式会社

本社技術本部

北海道支社
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ジオテキスタイルを用いた基礎地盤の補強

～柔構造設計を考慮した軟弱地盤への対策～

秋山 忠律

１．はじめに

近年、盛土及び擁壁の工法として補強盛土・補

強土壁の実績が増加している。その中で、ジオテ

キスタイルを使用した補強盛土・補強土壁工法は、

「道路土工－のり面工・斜面安定工指針」や「擁

壁工指針」（日本道路協会）に工法が説明されてい

るように、主として道路工事で採用されている例

が多いようである。同様に、ジオテキスタイルを

使用した軟弱地盤対策も、道路工事を中心に実績

が増加している。

次頁に「表－１ ジオテキスタイルによる軟弱

地盤対策工の種類と特徴」を示す。

このうち、盛土及び構造物基礎の軟弱地盤の補

強にジオテキスタイルを適用する方法としては、

以下の４つのタイプが挙げられる。

苑施工機械などのトラフィカビリティを確保

するため、軟弱地盤表層にジオテキスタイ

ルを敷設し、良質土を覆土する工法（シー

ト・敷網工法：一層敷設）

薗基礎地盤の表層あるいは盛土下層部にジオ

テキスタイルを敷設して、基礎地盤を通る

すべり崩壊に対して盛土の安定を確保する

工法（シート・敷網工法：多層敷設）

遠基礎地盤の表層部にジオテキスタイルで格

子枠を組み、その中に中詰め材料を入れて

基礎地盤を補強（支持力の増加、不等沈下

抑制）する工法（マットレス工法）

鉛砂質系地盤内に伸び剛性の高いジオテキス

タイルを多層敷設し、遠と同様の効果を目

的とする工法（多層敷設：基礎地盤内）

なお、表－１のその他の工法については他の用

途を目的としており、上記に示していない。

軟弱地盤上に構造物を配置することは基礎の支

持力、沈下及び上部構造物の耐力の面で不利な点

が多い。その結果、軟弱地盤対策工として剛支持

構造すなわち支持杭や地盤改良工といった大掛か

りな工法を採用されることが多かったと考える。

しかし、最近では樋門及び樋管に代表されるよう

に柔構造設計の概念が定着し、軟弱地盤上の構造

物であっても性能・機能を考慮し必要最小限の支

持力への改良を行い、沈下量を許容範囲内に留め

ることで施設の条件を満足できるケースが多くあ

る。本稿では、柔構造設計の考えの基でジオテキ

スタイルを用いた基礎地盤の補強について、検討

手法、検討事例を示したい。

２．マットレス工法とは

前項の対策工法のうち、構造物基礎として幅広

い採用が可能と考えられる「マットレス工法」に

ついて設計事例及び設計方法を紹介する。

マットレス工法は、４０唖～１００唖程度の厚さで

組立てた高強度、低伸度で剛性のあるジオグリッ

ド（商品名：アデム，テンサー等）を用いた篭構

造体の内部に砂、礫、砕石等の粗粒土を締固めて

充填し、マットレス状にして構造物の基礎とする

ものである。このとき、粗粒土（中詰土）は網目

で強固に拘束されるため、全体として一体化され

て剛性と適度の撓み性をもつ強靭なマットレス構

造体が形成される。マットレスの特徴を以下に列

挙する。
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表－１ ジオテキスタイルによる軟弱地盤対策工の種類と特徴２）
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１）耐薬品性（酸、アルカリ等）と耐侯性に優

れている。

２）剛性と適度の撓み性をもつ盤状基礎であ

る。

３）上載荷重応力を分散させ、地盤支持力を向

上できる。

４）透水性良好な基礎を形成でき、地下水位が

高く湧水のある現場も適応できる。

５）地震時の揺れに柔軟に対応し、地中からの

水の上昇を許容する構造であることより不織

布との併用で液状化対策となる。

６）地盤の側方流動、不等沈下を防止する。

７）軽量のため条件の悪い現場への搬入及び加

工が容易で、現場地形に合せた形状の敷設が

できる。

尚、マットレスの形状を下図に示す。

この工法は、砕石を網状の樹脂性繊維であるジ

オグリッドで包むという単純な構造のものである

が、地中に埋設、拘束されることにより構造物基

礎として可とう性を持ち、かつ、剛性を発揮する。

３．工法採用の事例

下図に排水機場上流面の土留めのための擁壁

（補強土壁：着色部）の基礎工に採用した、マッ

トレス工法採用事例を示す。（図－２，３）

計画地点の地盤はN値１～５程度の緩い砂質

土が分布しており、テルツァギーの修正支持力公

式により許容支持力度をqa=５０kN/m２と設定した。

本擁壁の高さはH=７mで、擁壁タイプを選定

するに当たり、①逆T擁壁、②ジオグリッド補強

土壁、③テールアルメ補強土壁工について経済性

比較検討を行った。その結果、補強土壁が施工

性、経済性で有利と判断した。

前段で述べたとおり軟弱地盤上の擁壁等の構造

物基礎に杭基礎が使用されることが多いが、対象

とする擁壁を柔構造とすることで基礎工法として

マットレス工法を採用した。

図－１ マットレスの形状
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図－２ 排水機場平面図

図－３ 擁壁及びマットレス断面図

４．設計手法

マットレス工法の計算手法は、関連機関が発行

するマニュアルやガイドライン等の参考図書には

説明されているものの、その前段には以下のよう

に記載されている。

「マットレス工法は、海外や国内においてその

効果が認められつつあるものの、工学的なメカニ

ズムに至ってはまだ未解明な部分を残している。

一方、設計方法についてもいくつか提案されてお

り、……」４）

上記のとおり現時点において、設計手法は基準

化されている状況にはないが、専門の研究者によ

りガイドラインに示される手法で特に問題ないと

考えられている。これに準じて土木構造物及び一

般住宅に対しても設計・施工が行われており、わ

れわれ設計者には今後の計算方法の確立が期待さ

れる。

以下に、ガイドラインに記載されている計算方
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法を説明する。ここで、設計手法におけるキーワ

ードはマットレスの荷重分散効果ME（単位：

kN/m）である。

（計算方法）

下図に示すように、帯状基礎（載荷幅 Ｂ）の下

に根入れ深さＤfで多層の補強材（ジオグリッド）

を敷設（砕石をバッグ型に包んだマットレス）し

たときの、その必要厚さおよび必要引張強度を検

討する。

上載荷重ｑはマットレス内を分散角αで分散

し、厚さＨのマットレス下面での分布圧をｐとす

る。このとき、マットレスの荷重分散効果をＭE

とすれば、単位奥行当りについて、下記のとおり

となる。

（式－１）

マットレス下層土の許容支持力がＱuであると

き、マットレス下面での分布圧ｐとマットレスの

自重γ３・Ｈの和がＱuに等しいので下記の関係

式が成り立つ。

……（式－２）

よって（式－１）は、（式－２）より、次式で表

せる。

……（式－３）

ここに、Ｐ ：上載荷重（kN/愛）

Ｂ ：載荷幅（m）

Ｑu ：マットレス下層土の許容支持力

（kN/愛）

γ３ ：中詰め材の単位体積重量

（kN/逢）

Ｈ ：マットレスの厚さ（m）

α ：上載荷重の分散角（°）

また、マットレスが載荷重によって曲げ応力を

受けるとき、マットレス上部には圧縮力、下部に

は引張力が生じ、中詰め材（砕石）が圧縮力に、

補強材（ジオグリッド）が引張力に抵抗すると考

える。

マットレスの荷重分散効果ＭEが中詰め材のせ

ん断抵抗力と補強材の引張り抵抗力の和で表され

るとするとＭEは次式のようになる。

……（式－４）

ここに、γ２：マットレス上部の土の単位体積

重量（kN/逢）

Ｄf：マットレス上部の根入れ深さ

（m）

Ｋp：マットレス中詰め材の受働土圧

係数

φ２：中詰め材（砕石）の内部摩擦角

（°）

ＴD：補強材（ジオグリッド）の引張

強度（kN/m）

θ ：補強材の伸びに対する変位角

（°）

上記の関係式よりマットレスの必要厚さ及び補

強材の必要引張力を求める。

上部工の荷重に対するマットレス内の応力模式

図－４ マットレスの荷重分散効果 模式図
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を下図に示す。

図－５のとおり、マットレス内では砕石が作用

圧縮力に、ジオグリッドが作用引張力に抵抗する

ことにより荷重分散効果を発揮する。

設計では、マットレス厚さは荷重分散幅（分散

角４５°）に影響するため、設定厚さ毎にジオグリッ

ドの引張力、枚数（層数）を決定する。引張力が

不足すればジオグリッドの引張強度を大きな規格

とするか枚数（層数）を増すといった手順で検討

を行う。

ガイドラインでは効果が見込まれるマットレス

厚の最低厚さを４０唖としており、図－５のように

複数層とする場合には、１層当たり２０唖の厚み毎

にジオグリッドを挟み込むこととされている。

５． おわりに

マットレス工法は数ある軟弱地盤対策工の中の

１工法である。ジオグリッドを用いたこの工法に

ついては「道路土工指針」をはじめとして紹介さ

れていることもあり、今回、擁壁上部工にジオグ

リッド補強土壁を採用したことに関連し、基礎工

に同一資材を用いるマットレス工法を検討の対象

とした。

この工法に関連する文献を調べて検討を進める

と、

・基礎杭やセメント固化材等による混合処理と

は異なり、小規模かつ短期間で施工可能

・比較的安価に施工でき、中詰め材に砕石を使

用することにより容易に施工可能

であることが理解でき、この工法を採用したこ

とは妥当であったと評価する。

本事例は、「４.設計手法」に示したように「マッ

トレスの荷重分散効果」という考え方に基づき計

算を行うため、設計者として若干の不安を抱えて

いたが、他地区における類似実績を収集しその採

用の妥当性を確認した。現地では施工が完了して

おり、今後、その経年変化を確認し本工法の問題

点の有無を考えてみたい。

ジオグリッドの適用は、これまで主に補強土壁

図－５ マットレス内の応力模式図

※上式の①，②の相互作用(ＭE：荷重分散効果)により、マットレス下面に作用する荷重

を小さくすることが可能となる。

（①作用圧縮力に抵抗する砕石の項） （②作用引張力に抵抗するジオグリッドの項）
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及び盛土補強におけるものと考えていたが、本文

で紹介したマットレス工法（軟弱地盤対策工）の

他、パイプラインの浮上防止対策に使用されてい

る状況を勘案すると、その多様性は大きい。

近年、新技術の開発として製品開発や用途の多

様化等についての検討が行われている。われわれ

設計の立場の技術者は、技術力の向上を図ること

はもちろんのこと、事業コストの縮減、施工の合

理化並び省力化の観点から積極的に新技術につい

て理解を深め、導入の検討を行っていくべきであ

ると考える。

（日技クラウン㈱東北支店）
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１．はじめに

国営かんがい排水事業道央用水（三期）地区で

建設される道央注水工は、平成１４年度に川端ダム

から千歳第２揚水機場までの基本設計が行われ、

平成１５年度に馬追調整池から下流区域（当社設計

区間：延長約１２娃）、平成１６年度に上流区域（延長

約２１娃）の実施設計が行われている。施工は平成

１６年度から下流区域を対象に行われ、平成１８年度

からは上流区域の施工が始まる予定である。

このレポートは、道央注水工の下流区域で設計

したパイプラインの主として基礎工に関連する項

目に対し、設計思想から施工に至る経緯を取りま

とめたものであり、更に施工中に実施された各種

試験（予定も含む）結果や技術論文等との関連に

ついて考察したものである。

なお、文中で“参考”として記載している上流

区域のパイプは、平成１７年度末、過年度において

選定されていた農業用プラスチック被覆鋼管φ

３２０亜の価格高騰のため、経済性から強化プラス

チック複合管φ３０００亜へ移行中であり、本年度は

一部見直し設計が行われている。

２．条 件

２．１ 水路形式

道央注水工の水路形式は、水理及び地形的要因

から、「開水路＋パイプライン（サイホン）」形式

が採用されている。計画延長における開水路の比

率は、上流区域の方は大きいが、下流区域は分水

工を含めて延長約２２０mと短い（小さい）ものと

なっている。

２．２ 地質条件

道央注水工が建設される基礎地盤は、大きく３

構成に分けられる。

・上流区域の起点から約５娃までの区間は、N

値が概ね３０以上の礫質土が主体である。表層

部には粘性土層や砂質土層が薄く堆積する

が、それ以深は均一な礫質土が深部まで堆積

している。パイプライン基礎としては、良好

な地盤である。（参考）

・起点５娃から上流区域終点までの区間は、N

値が１０以下の火山灰質の粘性土や砂質土が互

層状に堆積している。地盤的には不均一で、

一部軟弱地盤となる区間もある。総体的に普

通地盤～軟弱地盤となる移行地盤帯に位置し

ている。（参考）

・下流区域の区間は、N値が概ね５以下の粘性

土や１０以下の砂質土が堆積している。中流部

では火山灰質の砂質土と粘性土が互層状に堆

積しているが、その上流部は表層部に粘性

土、下層部に砂質土と、層厚もやや厚く比較

的はっきりとした地層となっており、千歳川

に近づく下流部は粘性土が主体でN値も小

さくなる傾向にあり、特に千歳川横断工上下

流では、N＝０の軟弱地盤層が２０m近く堆積

している。

３．基礎形式の選定

パイプラインの基礎形式は、設計基準において

以下のように分類されている。

・土基礎（自由支承） → 現地発生土基礎

→ 購入土基礎

道央注水工におけるパイプライン基礎等に

関する技術レポート

石田 暢士
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・コンクリート基礎（固定支承）

近年の軟弱地盤でのパイプラインには、継手に

対する安全性や軟弱地盤対応などから“自重が大

きな”パイプ（不とう性管のHPやPC）が採用

されるケースは殆んどなく、とう性管である「鋼

管（STW），ダクタイル鋳鉄管（DCIP），強化プ

ラスチック複合管（FRPM），硬質塩化ビニル管

（VP等），ポリエチレン管（PE）」が選定されて

いる事例が多い。これらのとう性管は、管体の特

性を十分に生かす目的から、一般的にコンクリー

ト基礎の採用を、短区間の部分補強や傾斜地など

の滑動防止区間などに限定している。

道央注水工の管種にも“とう性管”である

「STW，DCIP，FRPM（上流区域）」が選定され、

基礎には土基礎を採用し、現地発生土の良否を判

断して材質を決定している。

３．１ 基礎材料の判定

パイプラインの基礎材料として、経済的な観点

から最も望ましいのは「現地発生土」の利用であ

る。しかし、大口径のパイプラインとなれば、力

学的な定数（反力係数や変形遅れ係数）が採用管

級に及ぼす影響が大きいため、管種・管級と基礎

工を含めた経済比較結果や軟弱地盤等への対応を

含めた総合的な判断を下す必要がある。

道央注水工の設計基礎材料をまとめると表－１

のとおりで、全線に購入砂利（３０亜級）が採用さ

れている。

現地発生土の不良土判定は、一般的に以下の試

験結果等から求めている。

表－１ 使用基礎材料

理 由基礎材料地層状況現地発生土区 間

施工的に砂質土を分類するのは難しく、仮に分類できたとして
も、購入砂利を採用した方が管路全体として経済的に有利であ
る。

３０亜級
切込砂利

単一土層で比較的
明確に分割されて
いる。

粘性土
＋

砂質土

下流区域
上流部

施工的に砂質土を分類するのは不可能であり、購入砂質土より
も購入砂利を採用した方が管路全体として経済的に有利であ
る。

３０亜級
切込砂利

互層状態となって
おり、分離掘削は
不可能である。

粘性土
＋

砂質土

下流区域
中流部

粘性土は、中・大口径パイプライン基礎に使用不可で、購入砂
質土よりも購入砂利基礎を採用した方が管路全体として経済的
に有利である。

３０亜級
切込砂利

単一土層で全てが
軟弱な粘性土であ
る。

粘性土
下流区域
下流部

（参考）

現地発生土は、土質分類でGSに該当する土砂であり、購入礫
材と同じ分類となる。礫径が４０亜を超えるものは、除礫して使
用する。

現地発生
除礫基礎

単一土層
４０亜を超える礫を
１０％程度含む。

礫質土

上流区域
施工的に砂質土を分類するのは不可能であり、購入砂質土より
も購入砂利を採用した方が管路全体として経済的に有利であ
る。

５～４０亜級
洗い砂利

互層状態となって
おり、分離掘削は
不可能である。

粘性土
＋

砂質土

不良土判定

基 準判 定 項 目

≦１.４自然含水比／最適含水比土
質
定
数
に

よ
る
判
定

≦１.５自然含水比／塑性限界

≦０.７５液性指数

≧３００トラフィカビリティー

特殊土壌盛土に用いてはいけない土砂

VH２風化火山灰土
質
分
類
に

よ
る
判
定

CH(OH)高液性粘土（有機質高液性粘土）

＜液性限界自然含水比

＜許容含水比自然含水比

上表のうち、“トラフィカビリティーqa≧

３００kN/愛”と“自然含水比＜許容含水比”の２

項目（前者は機械施工の判定で後者は締固め密度

の判定）は、施工時の要因であることから、一般



―39―

的に設計段階では判定していないことが多い。

不良土の判定は、上表から求めることが一般的

であるが、自然含水比との対比により判定される

項目は、施工条件等による追加判断が必要とな

る。

自然含水比は、土砂区分により施工期間中に自

然低下が見込める礫質土又は砂質土と、ほぼ自然

低下が見込めない粘性土に区分される。基礎材に

粘性土を利用するケースは小口径管路でしか有り

得ないが、管頂以上の埋戻しには使用されるた

め、道路下などの密度が要求される区間では、含

水比低下が見込めないことを考慮した判断が必要

である。

一方、礫質土や砂質土では、粘性土に比して自

然低下が見込まれるが、土質区分がGFやSF（共

に細粒分混じり土）では低下の度合いがあまり期

待できない可能性が高い。また、細粒分が少ない

土砂でも冬期施工となれば含水比が低下する前に

図－１ 現地発生土利用フロー
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凍結してしまうため、施工時期や施工条件を考慮

した判断を加えることが重要である。

参考として、道央注水工において作成した現地

発生土利用フローチャートを図－１に記載する。

なお、不良土判定とは異なるが現地発生礫質土

を除礫して使用する基礎工を選択する場合は、除

礫の行い易さを判断（易い← G，GS，GF→難い

易い←低含水比，高含水比→難い）し、施工時

期に対するコメントや代替材料の選定などを決定

しておくことが大切である。

３．２ 基礎材の施工支持角

パイプライン基礎材の施工支持角は、設計基準

において「不とう性管は１２０°以上、とう性管は

３６０°」とされている。

上記のうち、とう性管に限定すると、現設計基

準において３６０°支持角を採用した根拠は、スパ

ングラーの水平土圧理論（管側における土圧の発

生形状が管中心で対象となっているため、材料も

同一とした方が理論に合致し易い）と設計の簡素

化（旧基準では、施工支持角により反力係数も変

化させていたため、多くのケースを検討してい

た）によるものである。ただし、基礎材料を管中

心位置で分離して設計していた旧基準対応でも、

管路の安全性を損なっていた訳ではなく、現在の

反力係数算定方法やスパングラーの理論により近

づけるための対処であることから、現設計基準変

更時のQ&Aにおいて「大口径の場合等で管頂ま

で良質な基礎材を施工するのに経済性を欠く場合

は、管中心で材料を分けても良い」とされている。

この事を踏まえ、道央注水工においては、基礎

材料を管中心位置で分けることでコスト縮減を図

ることとしていたが、施工に際して断面が土留開

削へと変更になったことにより、設計当初よりも

工事費差が小さくなってきている。現状におい

て、平成１５年度設計区間の基礎工事費差額は、延

長約１１.７娃で２,８３０万円となっており、大きなコス

ト縮減とはならなくなっている。

３．３ 他工法基礎に対する検討

先にも記載したとおり、道央注水工の現地発生

土は、少量の砂質土と大半を占める粘性土から構

成される。このうち、砂質土に関しては、課題は

あるものの含水比を低下させれば管体回りに十分

使用できる材質であるが、基礎材（管中心以下）

としては総合的な比較で購入砂利に勝ることがで

きない。更に、粘性土に至っては、何らかの手を

加えなければ管体回りに使用することすら認めら

れない材料である。

３．３．１ 土のう基礎

上記を踏まえ、設計時点では、その有効性が期

待できる「土のう基礎」について提案し、土のう

製作費の軽減（大型化）が可能であれば、現地発

生土の有効利用が促進されると考えた。しかし、

農業工学研究所（以下、農工研と記載）において

作成された粘性土入り土のうの載荷試験におい

て、変形が著しいことが判明（粘性土は自由に圧

縮するため、土のう袋の緩みで自由に変形する）

し、基礎材として不適当（土のう基礎の中詰め材

は、砂利が最適である）という結果が得られた。

３．３．２ ソイルセメント基礎

次の工法として「ソイルセメント基礎」につい

ての実証試験が平成１７年度（φ２６００亜DCIP区間）

実施され、現地発生材粘性土改良基礎と砂質土改

良基礎、従来の砂利基礎の３タイプで検討が行わ

れた。

ソイルセメント基礎の利点は、現地発生土の利

用促進が可能となること、軟弱地盤区間において

軽量な基礎を構築できることにある。

ここで使用した固化材は、セメント系固化材

（アースタイト）に石炭灰（フライアッシュ）を

混合したものである。石炭灰の混合目的は、含水

比を低下させることにあり、含水比の低下は固化

材の添加量を軽減させるため、結果として改良費

の軽減が可能となる。篠津中央地区（２８日一軸圧
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大きいため、矢板施工のように管頂までの断面積

が小さい方が有利となる傾向にある。

以下に、道央注水工φ１８００亜区間における従来

工法とソイルセメント基礎（粘性土改良ケース）

のコスト比較例を記載する。下図からも明らかな

とおり、矢板施工とした場合の方が、ソイルセメ

ント基礎が経済的に有利となる範囲が広い。

３．３．３ 流動化処理基礎

参考として平成１８年度において、上流区域の

FRPM管φ３０００m区間で「流動化処理基礎」の試

験施工が予定されている。

流動化処理とは、現地発生する土砂が土工に不

適当な材料であっても、土質的な安定性と施工性

を改善するために行う安定処理の一種であり、従

来行ってきた固化材添加（ソイルセメント）の撹

拌作業における不均一化（特に粘性土の団粒化）

を解消することを目的に、土砂に加水して高密度

の泥水を形成させた後、固化材を添加して混練す

ること（均等な固化材分散が可能）で、高品質

（強度，含水比，粒度分布，空気間隙等）の土砂

に改良するものである。

流動化処理工法とは、用途に適した流動状態で

埋戻し・裏込め等が必要な箇所に直接又はポンプ

圧送等の方法で打設し、処理土の固化によりその

目的を果たす“締固めを必要としない”土質安定

処理工法のことである。この工法には、設備の大

型化や工事費の増嵩、工期の長期化等についての

課題もある。

大口径パイプラインにおいては、たわみの抑制

と管体応力の均等な分散のため、特に管底クサビ

部分の転圧施工が重要な管理項目となる。この部

分に対しては、従来、人力突固め等により密度管

理を入念に行ってきたが、施工業者又は区間によ

る品質（密度）のバラツキが懸念されており、従

来から採用してきた転圧式の基礎工法に比べ、締

固め作業が不要で十分な強度が期待できる「流動

化処理基礎」についての試験施工が計画されてい

縮強度qu=１００kN/愛）においては、含水比６０％前

後の粘性土に対して１５０kg/逢の固化材を添加す

るとしているが、実証試験では若干含水比が低い

が、１００kg/逢の固化材で高い一軸圧縮強度（砂質

土 でqu=１９０～２３０kN/愛、粘 性 土 でqu=１８０～

２４０kN/愛）が発現している。なお、石炭灰は火

力発電所から出る副産物で産業廃棄物となるた

め、再利用は環境対策にも繋がるメリットがあ

る。

ソイルセメント基礎に関しては、従来工法（購

入砂利基礎）に比べコスト面での課題が多い。そ

れは、プラント設備が必要となること及びプラン

トまでの輸送費が嵩む場合があるからである。ま

た、品質管理面からソイルセメントは３６０°支承

としている場合が多い（篠津中央地区は、１２０°支

承で残りは泥炭をそのまま埋戻している）が、法

切開削施工では、管中心から管頂までの断面積が

図－２．２ 法切施工におけるソイルセメント工事費

図－２．１ 矢板施工におけるソイルセメント工事費
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る。

４．沈下及び浮上防止対策

軟弱地盤帯における大口径パイプラインの設計

で問題となる要因に“沈下と浮上”がある。

前述の如くパイプライン基礎が強固でなければ

管材費の高騰を招くこととなり、設計基準に記載

されている最も強固なものは礫質土基礎となる

が、現地盤との単位体積重量との格差が大きいと

管路は容易に沈下する。

一方、埋戻し土の重量のみを期待した浮上防止

対策を施すと、大口径パイプラインの場合は土被

りが大きくなり、掘削深の増加に伴う施工性の低

下や、軟弱地盤では、掘削断面の拡大に伴う工事

費の増嵩を招くことになる。

このことから、軟弱地盤帯へパイプラインを設置

する場合は、深すぎず浅すぎずのバランスが必要

となる。

４．１ 沈下抑止シートの採用

軟弱地盤に布設された管路の沈下を完全に防止

するためには、基礎杭等を施したコンクリート基

礎としなければならない（篠津中央地区で施工さ

れた実績がある）が、施工性も悪く、多額な工事

費が必要となる。このため、近年では、沈下が発

生したとしても、適切な管路機能（主に水密性）

が満足されていれば、ある程度の沈下を容認する

思想が広がりつつある。

道央注水工では、砂質土地盤と粘性土地盤のモ

デル断面による計算から１～５唖程度の沈下量が

予想されたが、実際はそれ程大きくないことか

ら、沈下に対しては管路継手の許容変位で対応さ

せることとした。しかし、基礎地盤となっている

砂質土や粘性土層は均一地盤とは言い難く、下流

域では火山灰層が互層となっている区間も賦存し

ており、路線位置が沼地跡や千歳川付近では旧氾

濫原の可能性も高いことから、不同沈下の発生し

易い地盤であることが予想された。

このことから、長期的な沈下量に対しては前述

の如く管路の継手変位で対応させるが、不同沈下

の抑止には、管路から伝達される荷重を基礎地盤

に均等に分散させる目的と、支持力の増加効果を

期待する目的でジオグリットを布設することとし

た。なお、ジオグリットは、軟弱地盤層に基礎材

料が流出しないよう基礎工を覆う形状で布設し、

基礎工の将来的な安定性の向上を確保することと

した（代表的な標準断面は、図－３参照）。

図－３ 沈下抑止シートの敷設断面

図－４ シートの有無による管路の挙動

ジオグリットは、『ジオテキスタイルを用いた

補強土の設計・施工マニュアル（改訂版）』に示さ

れた、地盤とジオテキスタイルが一体となった支

持力算定式を使用し、管径毎の極限支持力を算出

した。この式は、Terzaghiの支持力理論を基本

として、①ハンモック効果、②地盤隆起効果、③

根入れ効果を考慮したものであり、支持力増加効

果による沈下抑止、シート布設による均等な荷重

分散効果及び不同沈下抑止、施工時トラフィカビ

リティー確保を期待することとした。
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平成１７年度の工事区間にジオグリット無し区間

（普通地盤：管番号１～７）と有り区間（軟弱地盤：

管番号８～１４）の施工を実施しており、この区間

で沈下抑止シートの効果を見ると図－４の結果と

なっている。この図から、管路沈下量の最大値は

軟弱地盤区間の方が大きく発生しているが、管路

の縦断的な挙動は軟弱地盤区間ではほぼ等沈下に

等しいものの、普通地盤区間の方は大きな凹凸形

状をしているのが分かり、ジオグリットは不同沈

下を抑止する効果が十分にあると判断される。

４．２ 浮上防止シートの採用

道央注水工には、φ１５００亜～φ２６００亜の管径が

採用されている。

これらの管路に対し、設計基準に準じて浮上防止

の埋設深を確保するには２.３～３.４mが必要となり、

軟弱地盤帯で掘削深が５.０mを超える区間が大半

を占めることとなる。軟弱地盤帯では、掘削深が

大きくなると開放時間が長期に及ぶこととなり、

法面の自立性や安定性が損なわれる危険性が増す

ばかりでなく、工事用地の増大や施工の長期化が

予想される。

このため道央注水工では、管路の埋設深を極力

浅くして掘削量を軽減することにより、施工性の

向上と安全性を高め、用地の縮小と工期の短縮を

目的に、浅埋設化に伴う抵抗土圧を補うために浮

上防止シートを敷設することとした。

浮上防止シートは、法切開削施工に対して「泥

炭性軟弱地盤帯の地域用水におけるパイプライン

設計運用（案）」に準じ、図－５の範囲に敷設して

斜線部に示す土塊重量を見込むこととした。

上記の設計思想に対し、実施工においては、法

面の自立性や土層境界付近からの地下水の流出等

の問題から、大部分の区間で法切開削断面が土留

（矢板）開削断面へと変更されている。土留開削

となった場合には、上記の土塊重量思想がそのま

ま適用できるか否か不明な点も多いため、各研究

機関やフィールド実験等で試験されている実例を

基に、以下の設計思想を適用して安全性のチェッ

クを実施することとした。

４．２．１ 実証研究試験その１

試験研究の紹介として、農工研で行った「浅埋

設パイプラインの限界埋設深に関する研究」があ

る。この研究では、ジオテキスタイルを用いた浮

上防止工法の安全性とメカニズムについて検討

し、ジオグリットが巻込んだ埋戻し材料の一体化

の程度を評価している。

研究結果では、矢板施工において浮上防止シー

トを敷設した場合の土塊重量の一体化は、図－６

に示すⅠ～Ⅲの領域に区分されるとしている。

この状態における浮上に対する安全率（Ｓ）は、

次式により求められる。

土塊重量＋せん断抵抗力＋管自重

Ｓ＝―――――――――――――――――

浮 力

上式の土塊重量のうち、領域Ⅰに対しては

１００％の土塊重量を見込むことができるが、領域

Ⅱ～Ⅲについては、埋戻し材料やシートの敷設方図－５ シートの敷設範囲と土塊重量

図－６ 浮上抵抗力の土塊領域
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法により有効土塊重量が異なる（一体化率）と報

告されている。ここでは、研究内容の詳細は記載

しないが、シートの敷設方法に若干の相違がある

ものの、領域Ⅱに使用される埋戻し材料の違いで

一体化率が変化するとされており、試験結果から

の一体化率は以下のようになっている。

・領域Ⅱ～砂 ：一体化率３２％

・領域Ⅱ～砂利 ：一体化率６９％

・領域Ⅱ～ソイルセメント：一体化率８５～９７％

この結果から、領域Ⅱにあたる管側部の埋戻し

材には、砂質土を使用した場合、法切開削で計算

していたような土塊重量を見込むのは危険であ

り、安全側に３０％程度の土塊重量で計算すべきで

ある。また、試験では便宜上、領域Ⅱ～Ⅲは同じ

一体化率としている。

４．２．２ 実証研究試験その２

次ぎに、農業農村整備事業品質確保・向上対策

事業の新技術普及マニュアル（案）に記載された

「ジオテキスタイルによる埋設管の浅埋設」があ

る。これは、農工研の研究結果を踏まえ、巻込み

形状による一体化率の実験結果が記載されてい

る。この実験によれば、張出し長と張出し高（領

域Ⅱの幅と高さ）により一体化率には下記の傾向

が確認されている。なお、ジオグリットは上部も

包み込んだ（蓋をした）形状の実験である。

・張出し幅を固定した場合、張出し高が高く

（管径が大きい）なるほど一体化率は大きく

なる。

・張出し高を固定した場合、張出し幅が広くな

るほど一体化率は小さくなる。

・管径によりバラツキはあるが、張出し幅０.２～

０.３ＤＣ、張出し高０.５ＤＣの条件で一体化率

を１００％とすることが可能である。

４．２．３ 道央注水工への適用

前述の実証研究結果を基に、道央注水工の矢板

施工区間におけるジオグリットを用いた浮上防止

対策は、以下の要領（フロー）で実施して安全性

のチェックを行うことを提案した。なお、管径は

φ１５００以上を対象とした。

基本条件

○ジオグリットを巻込まない場合

領域Ⅱ 砂 質 土 使 用→一体化率３０％

砂 利 使 用→一体化率６０％

ソイルセメント→一体化率８０％

領域Ⅲ 材料を問わず 一体化率３０％

○ジオグリットを巻込んだ場合

領域Ⅱ 砂 質 土 使 用→一体化率５０％

砂 利 使 用→一体化率１００％※

ソイルセメント→一体化率１００％※

※張出し幅は０.３Dc又は０.５０mの大きい方

以下で、設計基準に記載されている通常

の矢板施工幅における管側余裕以下とす

る。これによりがたい場合は、別途検討

する。

領域Ⅲ 材料を問わず 一体化率５０％

チェックフロー

１．現設計に合わせて領域Ⅱに砂質土を使用し、

ジオグリットを巻込まず安全率を確認（１.２以

上）する。

↓

２．現設計に合わせて領域Ⅱに砂質土を使用し、

ジオグリットを巻込んで安全率を確認（１.２以

上）する。

↓

３．領域Ⅱに砂利土を使用し、ジオグリットを巻

込まず安全率を確認（１.２以上）する。

↓

４．領域Ⅱに砂利土を使用し、ジオグリットを巻

込んで安全率を確認（１.２以上）する。

現在、上記のチェックフローを基に、施工断面

変更箇所のチェックを随時行っている最中であ

る。
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今回は、矢板施工区間として考え方をまとめた

が、法切開削区間においても、設計運用（半巻き）

での考え方では、実質的な安全率が低下する可能

性が高いと予想される。寒地土木研究所のモデル

試験によれば、半巻きと全巻きでは埋戻し土が破

壊に達するひずみ領域が明らかに異なることが判

明しており、この事は、一体化率が異なることを

示唆するものである。このことも踏まえ、道央注

水工の浮上防止に対する安全性のチェックを実施

して行く考えである。

５．おわりに

記述内容は、道央注水工における大口径パイプ

ライン施工に関する検討経緯である。これらの成

果が明らかになるのは、数年あるいはそれ以上先

のことになるだろう。

北海道農業土木コンサルタント㈱

農村環境・技術部

引用及び参照文献

１ 土地改良事業計画設計基準 設計「パイプラ

イン」基準書・技術書：農林水産省構造改善局

平成１０年３月

２ 埋設パイプの浮上に伴う限界抵抗力に関する

実験的検討：農業土木学会論文集 №２０５

３ 浅埋設パイプラインの限界埋設深に関する研

究：農業土木学会論文集 №２０８

４ 平成１５年度 新技術等普及マニュアル（案）

ジオテキスタイルによる埋設管の浅埋設：社団

法人 土地改良測量設計技術協会 平成１６年３

月

５ 模擬泥炭を用いたジオグリット巻き立て工法

の埋設管浮上防止効果に関する土槽実験：第４９

回 北海道開発局技術研究発表会

６ 泥炭性軟弱地帯の地域用水におけるパイプラ

イン設計運用（案）：北海道開発局札幌開発建設

部 平成１６年６月

７ 北海道における不良土対策マニュアル（案）：

北海道開発局土木試験所 昭和６０年２月

（ ）
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１．はじめに

耕作放棄による荒廃農地は、農業の持つ多面的

機能を低下させるのみでなく、虫害、雑草種子な

どの発生源となり隣接耕作農地に悪影響を及ぼす

ほか、農村景観をも阻害する恐れがある。

今回、北海道南部のとある地域を対象に、耕作

放棄地の現状を把握するとともに、地域振興の基

本方向及び土地所有者・関係機関の意向に基づき、

地域の実情に応じた耕作放棄地の利用構想を策定

した。

２．地域の自然・経済立地状況

地域は海岸線を有し、総面積の大半を山地が占

めている。河川沿いに農地が細長く拓けており、

いわゆるクシの歯状地形を呈している。そのた

め、農地は団地としてのまとまりが小さく、傾斜

地も多い。

利用構想の対象となる地域では、過疎化・高齢

化の進行に伴う担い手の減少に加え、土地集約型

農業が展開されていることもあり、耕作放棄地の

増加が懸念されている。

３．地域の農業概況

対象地域の農業は、水稲、ばれいしょ、豆類、

牧草を中心に作付けされており、丘陵地等では肉

用牛及び養豚が営まれている。また、普及センタ

ーが中心となり、ビニールハウスによる「アスパ

ラガス立茎栽培」及び「いちご高設栽培」の普及

を推進している。

「アスパラガス立茎栽培」及び「いちご高設栽培」

は、初期投資も少ないため、新規就農者や高齢者

でも取り組むことが可能で、地域ではこれらの作

物を中心とした新規就農のための営農モデル団地

を整備するなど、新たな担い手の確保に向けた取

り組みを行っている。

統計情報（２０００年世界農林業センサス）から地

域の状況をみると、平成１２年における６５歳以上の

農業従事者の割合は、北海道平均が３１％であるの

に対し、地域では４９％を占めるなど担い手の高齢

化が深刻な状況にあるといえる。

また、地域の戸当たり耕地面積は１.９haと小さ

く、全体の６割が１佐未満の農家で占められてい

る。

さらに、地域の集落は集居形態であり、農地と

居住地間にやや距離があることに加え、規模拡大

の進行過程で飛び地などの問題もあると考えられ

る。

４．耕作放棄地の状況把握

対象地域の耕作放棄地の実態及び正確な面積を

把握するため、地元関係機関に御協力いただき、

土地利用台帳から現況地目が田あるいは畑として

利用されている全ての農地について現地を踏査し

確認を行った。

その結果、経営耕地面積約３,５００佐のうち、およ

そ２００佐の耕作放棄地があることが判明した。

ただし、農地所有者が地域外に住んでいる場合

は、農地の流動化や転用が困難なほか、非農家所

耕作放棄地の利用構想

松里 浩二

図－１ 高設いちご・立茎アスパラガスの栽培
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確な耕作放棄地面積を把握した後、地域の課題、

地域で行われている多様な取り組み、耕作放棄地

の発生メカニズム、耕作放棄地周辺の土地利用状

況等を考慮し、耕作放棄地の性格区分（ゾーニン

グ）を試みた。

以下、ゾーン毎の利用構想案について、具体的

に述べることにする。

２）生産ゾーン

既耕地に囲まれた耕作放棄地は農地として利用

することが望ましいと考えた。また、地元の構想

において野菜苗供給体制の確立が早急な課題とな

っていたので、耕作放棄地に施設野菜の育苗施設

を整備することを検討した。さらに、地元で行わ

れている果樹の作付及び肉牛の放牧など、多くの

労働力投入を必要としない粗放的な農地の利用も

検討した。

３）農業研修施設ゾーン

地域では高齢化、後継者不在に伴う担い手不足

が深刻化しており、担い手の確保は重要な課題と

なっている。そのため、耕作放棄地に新規就農者

を対象とした農業研修施設を整備し、新たな担い

手の確保・育成を図ることとした。

４）農業関連施設ゾーン

いちご高設栽培、アスパラガス立茎栽培など新

技術の導入が進む中で、土づくりの重要性が高ま

るものと考えられる。（普及センターによるとア

有の耕作放棄地は長期間農地としての利用がな

く、再び農地として利用することは困難であると

判断され、本報告の利用構想対象となる耕作放棄

地は、現在も所有者が農業者である農地約１２０ha

のみとした。

５．耕作放棄地の発生要因

耕作放棄地の発生要因には、担い手不足や高齢

化、地形条件など様々な理由が考えられる。

また、耕作放棄地所有者への聞き取り調査を行

った結果、耕作放棄地の発生の主たる要因として

は、担い手不足とする人が多かった。今後の方針

について土地所有者は、農地の所有権は移動させ

たくないが、有効に利用するならば農地を貸し与

えても良いという考えである。しかし、実際には

利用する者が実在しないので、放置せざるを得な

いとの状況である。

こうした意見の中、暗渠等が整備されればもう

一度農地として利用したいといった意見や、再度

農地として利用するため、耕起を試みた農家も存

在するなど農地としての利用に積極的な意見もあ

った。

６．耕作放棄地の利用構想

１）調査手法

調査手法の手順は、現地調査により地域内の正

・担い手不足と高齢化

・地形条件等が悪く生産性が低い

・飛び地等で不便

・土地基盤整備の遅れ

・所有者不在（死亡や町外流出など）

・所有地への執着心・愛着心が強固

・集約的農業の展開（土地を必要としない農業

の展開）

表－１ 耕作放棄地の主な発生要因

表－２ ゾーン毎の利用方法

内 容ゾ ー ン

農地として利用、育苗施設、粗放的土地管理生 産①

トレーニング営農体験農場農業研修施設②

堆肥化施設、農水産物加工施設、農産物直売所農業関連施設③

宿泊施設、学校教育と連携した体験農場交 流④

優良田園住宅住 宅 地⑤

自然再生、ヒノキアスナロ等の植林森林・自然再生⑥

クリーンエネルギー事業、緑化・公園そ の 他⑦
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スパラガス立茎栽培における堆肥の初期投入量は

３０ｔ/１０ａ必要）しかし、地域を含め周辺市町村

では家畜飼養頭数が少なく、堆肥の供給量は十分

とはいえない状況と推測された。

そのため、地域で発生する未利用資源（野菜や

スケトウダラの残さ、間伐材等の未利用木材等）

を原料とした堆肥化施設の整備を考えた。

また、地域では地場産の農林水産資源の付加価

値を向上させることが課題となっていたので、耕

作放棄地を農水産加工施設用用地としての利用を

考えた。

さらに、地場農産物を使用した直売施設を市街

地周辺の耕作放棄地に整備することを検討し、消

費者ニーズにあった安全・安心・新鮮な地元農産

物の販売及び都市と農村の交流促進による農村の

活性化を図ることとした。

５）交流ゾーン

地域には、地元食材や歴史的建造物を活用した

様々なイベントが行われているほか、登山や網お

こしなど様々な体験メニューを実施している体験

型学習施設が整備されており、これまで多くの学

生や観光客を受け入れてきた。しかし、地域には

修学旅行等の団体客が宿泊できるほどの宿泊施設

が存在しないため、大勢の観光客や研修者を収容

できる宿泊施設を各体験型学習施設の近隣に整備

することを検討し、観光の発展を図ることとし

た。

さらに、近年重要視されている食育の一環とし

て、小・中学校周辺の耕作放棄地に体験ほ場とし

ての利用を考えた。そこでは、子供たちに農業へ

の深い理解を促すとともに第一線を退いた農家高

齢者たちがインストラクターとして活躍する場に

もなるので、高齢者の生きがいづくりにも寄与で

きると考えられる。

６）住宅地ゾーン

地元で実施されたアンケート調査結果による

図－２ 農地としての利用が望まれている耕作放棄地の
事例

図－３ 地元に整備されている直売所の事例

図－４ 体験ほ場のイメージ（「田んぼの学校」ホームペ
ージより）
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今後は、クリーンエネルギーから生まれた地場

産品として農作物の付加価値向上を図ることも重

要と考え、長期展望に立ち、施設園芸のエネルギ

ー源として耕作放棄地に風力発電施設を新たに整

備する方向も検討する。また風力発電施設と併せ

公園等の整備を検討して、快適で潤いのある生活

空間を創造することが必要である。

７．利用構想に即した地域農業振興方策案

ひとえに、既耕地周辺の耕作放棄地を農地とし

て利用するにしても、担い手が存在しなければ意

味がない。このため、耕作放棄地の利用構想に即

した地域農業振興方策案を策定した。

（１）担い手の確保

担い手が極端に少ない区域において効率的な農

業生産の展開を図るには、地域にある労働力、機

械、施設などを効率的活用を図るため、農協など

関係機関の協力による農業生産法人の育成や、集

落営農の体制の確立を検討する。

（２）土地基盤の整備

地域ではこれまで国営及び道営事業により、区

画整理、暗渠排水、用排水、農道整備等を進めて

きたが、年数の経過に伴い、排水性の悪いほ場や

未整備水田においては生産性低下や農業機械の効

率的利用が困難なほ場がみられる。

地域では土地基盤整備が進んでおらず、そのこ

とが耕作放棄地を進行させたとも考えられる。米

政策改革大綱の発表により、これまでのような転

作助成金は見込めない状況にある。また、作業を

受託する場合、大型機械の走行が可能なほ場や走

行不可能なほ場があるなど整備水準に格差がみら

れる。

今後は各種補助事業の活用により、高設いち

ご、立茎アスパラガス等高収益野菜の導入を視野

に入れたほ場整備を進めるとともに、総合的な土

づくりを進めることが必要である。

と、地域では住宅用地に対する需要が高まりつつ

あるので、市街地周辺に存在する耕作放棄地の一

部を宅地化することも視野に入れて検討すること

も有効と考えた。宅地化の際には優良田園住宅事

業についても視野に入れることとした。

７）森林・自然再生ゾーン

地域はヒノキアスナロ（ヒバ）の北限地帯に位

置しており、ヒバは杉・檜と並んで本州において

は、良質の建築材料として利用価値の高い樹種に

位置づけられている。

今後、周辺を森林・原野等で囲まれ、農地とし

て復活することが困難な耕作放棄地に対しては、

ヒバの植林も考える必要がある。

８）その他

地域では風が強いという特性を活かし、風力発

電を利用してアワビの育成が行われているほか、

温泉熱を利用した施設園芸（高設いちご、立茎ア

スパラガス）が行われている。

図－５ 地域でのヒバ植林の模様

図－６ 地域に整備された風力発電施設
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８．おわりに

今回、耕作放棄地の利用構想について御報告さ

せて頂きました。本報告が、同一条件下の他の地

域における振興策の一助となれば幸いです。

なお、本調査の実施にあたり、多大な御協力を

頂いた地元農家の方々、関係機関の皆様に厚く御

礼申し上げます。

（㈱環境保全サイエンス）
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